
令和５年１１月７日 

厚生保健委員会 

健康福祉部病院管理課・佐久間病院 

浜松市病院経営強化プランの策定について（素案） 

１ 目的 

  地域医療を持続的に提供するため、国のガイドラインに基づき、公立病院の経営強化に

関する計画を策定する。 

２ 背景 

令和 4 年 3 月に総務省から「公立病院経営強化の推進について」及び「持続可能な地域

医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」が通知され、地方公共団

体に対し、病院の経営強化のための計画策定が要請された。 

３ 計画概要 

  名  称：浜松市病院経営強化プラン 

期  間：令和 5年度～令和 9年度までの 5年間 

  対象施設：浜松医療センター、浜松市リハビリテーション病院、浜松市国民健康保険 

佐久間病院 

（本市の病院事業として設置する 3病院） 

内  容：役割・機能の最適化と連携の強化、医師・看護師等の確保と働き方改革、 

経営形態の見直し、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組、 

施設・設備の最適化、経営の効率化等 

４ 計画の素案 

  公立病院経営強化ガイドラインの概要 資料１ 

浜松市病院経営強化プラン〈素案〉【概要版】 資料２ 

浜松市病院経営強化プラン〈素案〉 資料３ 

５ スケジュール 

時 期 内 容 

令和5年11月 7日 市議会厚生保健委員会へ〈素案〉を報告 

令和5年11月30日 浜松市病院事業評価委員会で〈素案〉を審議 

令和5年12月 静岡県へ〈素案〉を提出 

令和6年1月 第 9次静岡県保健医療計画の素案を〈修正案〉へ反映 

令和6年2月 市議会厚生保健委員会へ〈修正案〉を報告 

令和6年2月～3月 地域医療構想調整会議において〈修正案〉を協議 

令和6年3月 計画決定、公表 



 資料１ 



浜松市病院経営強化プラン（素案）【概要版】 〔計画期間：令和 5～9年度（5 ヵ年）〕

へき地の拠点病院の役割を担う北遠地域医療の要 

として、急性期・回復期・慢性期・在宅医療の機能 

を兼ね備えた小規模多機能医療を実施 

・人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う医療需要の変化 

・医療の高度化など医療を取り巻く環境の変化 

・医師・看護師など医療従事者の不足 

・コロナ対応に公立病院が中核的役割を果たす 

・新病院棟の開院により救命救急センターやＩＣＵの充実など医療機能が強化 

・新病院棟開院による減価償却費負担の増大により赤字経営 

・1・2号館の解体による多額の損失により繰越欠損金が発生 

地域におけるリハビリテーション医療の中核病院の役

割を果たすとともに、えんげ・スポーツ医学・高次脳

機能など特色あるリハビリテーション医療を提供 

・役割・機能の最適化と連携の強化 

・医師・看護師等の確保と働き方改革 

・新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

・経営の強化 

＜浜松医療センター・浜松市リハビリテーション病院・浜松市国民健康保険佐久間病院＞

・高い病床利用率を維持 

・地域全体で回復期病床が不足しており、将来的に

需要が増大した場合、増床に向けた検討が必要 

・療養病床削減により経営のスリム化を実現 

・医師及び看護師等の不足 

・人口減少に伴う患者減による厳しい経営環境 

現状と課題 

地域の中核的医療を行う基幹病院として病病連携・病診連携等を推進する 

とともに、救急・小児・周産期・災害・感染症など政策的医療及び高度専門 

医療を提供 

＜具体的取組＞ 

○新病院棟の高度急性期機能の充実 

救命救急センター機能強化、高度ＩＣＵ体制確立、脳卒中センター拡充 

○高度専門医療の提供 

がん診療、脳血管疾患・心臓血管疾患等へ対応 

○浜松医科大学医学部附属病院との連携強化 

医療人材の安定確保など 

○市立湖西病院との連携協定の締結（令和 4年度） 

急性期患者・分娩の受入れ、医師・助産師派遣、遠隔診断の導入 

○新興感染症対応への備え 

感染症病床を有するフロア全体で感染症患者の受入れ対応が可能 

新病院の機能を最大限に活かし、収益向上を図り、安定した病院運営を実現 

・手術件数の増加、高度医療の提供、専門外来の充実による収益拡大 

・血管造影室やハイブリット手術室等を効率的に活用 

・特定集中治療室管理料加算など新規及び上位施設基準の取得 

・病床管理システムによる効率的な病床管理 

・減価計算システムによる分析に基づく経営改善 

＜具体的取組＞ 

○急性期医療機関からの受入れ強化とともに、地域

の医療機関、介護事業所等との連携を強化 

○回復期病棟における診療体制の強化（全ての回復

期病棟で体制強化加算 1を取得）

病床の高稼働の維持、診療単価の向上により、毎年度

収益を拡大 
医師・看護師の確保により収益を安定化させ、経常

収支の黒字を確保 

・地域連携・患者サポートセンターによる効率的な 

病床管理 

・タスクシェア・タスクシフト等による専門業務へ 

 の注力化により、リハビリ実施単位数を増加 

・デジタル化の推進及びリハビリロボットの活用に 

よる省力化、省人化 

＜具体的取組＞ 

○医師及び看護師等の確保による診療体制の維持 

○初期救急機能の維持、高度急性期病院との連携強化

○保健・介護・福祉施設との連携による地域包括ケア

 システムの構築 

○地域ニーズの高い整形外科、眼科、精神科の継続 

○訪問診療、オンライン診療の推進 

・手術の実施や在宅医療の強化による収益向上 

・不採算地区病院に対する適正な一般会計繰出の

措置 

【役割・機能】 

医療センター リハビリ病院 佐久間病院 

公立病院に 

求められる役割 

計画 

【経営強化】 

持続可能な地域医療 

提供体制の確保

現状と課題 現状と課題 

計画 

【役割・機能】 

計画 

【役割・機能】 

【経営強化】 

【経営強化】 

目的・背景 

区分 単位 R4実績 R5見込 R9目標
経常収支比率 ％ 104.2 96.3 96.0
病床利用率 ％ 75.0 73.5 81.5
医師数 人 167 173 200
入院診療単価 円 76,776 82,900 85,500

区分 単位 R4実績 R5見込 R9目標
経常収支比率 ％ 103.1 101.9 102.2
病床利用率 ％ 93.3 95.6 96.4
医師数 人 18 17 17
入院診療単価 円 41,146 41,214 44,000

区分 単位 R4実績 R5見込 R9目標
経常収支比率 ％ 92.3 84.6 100.8
病床利用率 ％ 61.7 64.8 61.4
医師数 人 6 5 6
入院診療単価 円 27,332 27,517 28,500

 資料２ 



浜松市病院経営強化プラン〈素案〉 

（令和５年度～令和９年度） 

令和５年１１月 

浜 松 市 

（健康福祉部病院管理課・佐久間病院） 

浜松市国民健康保険佐久間病院 

当該素案は、令和 5年 11 月時点のものであることから、予算編成の状況や浜松市病院事業評価

委員会による審議、静岡県第 9次保健医療計画の策定状況などにより、文言や数値を変更する場

合があります。

浜松市リハビリテーション病院 浜松医療センター 

 資料３ 
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第１章 計画の基本的事項 

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の背景、趣旨 

本市が設置する浜松医療センター、浜松市リハビリテーション病院、浜松市国民健康保険佐久

間病院は、これまで経営形態の見直しや経営規模の適正化など、経営改革の取組を進めてきまし

たが、依然として、医師・看護師等の不足、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う医療需要

の変化、医療の高度化といった医療を取り巻く環境の変化を背景とした厳しい経営環境に置かれ

ており、今後も安定的に地域に医療を提供するためには、さらなる経営改善の取組を進める必要

があります。 

令和 2年からの新型コロナウイルス感染症への対応においては、本市の 3病院は積極的かつ迅

速な専用病床確保と入院患者・回復患者の受入れをはじめ、発熱外来の設置や PCR検査、ワクチ

ン接種等で中核的な役割を果たし、公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識されたところで

す。一方で、感染拡大が進む中において、地域の医療提供体制確保のために、重症患者の受入病

院、中等症・軽症患者の受入病院、回復患者の受入病院などの役割分担を行い、患者の状況に応

じて転院の対応を行うなど、平時から各病院の機能分化・連携強化等を通じた役割分担の明確

化・最適化を進めておく必要性が一層浮き彫りとなりました。 

令和 4年 3月には総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強

化ガイドライン（以下、「経営強化ガイドライン」という。）」が示され、役割・機能の最適化と

連携の強化、医師・看護師等の確保と働き方改革、経営形態の見直し、新興感染症の感染拡大時

等に備えた平時からの取組、施設・設備の最適化、経営の効率化等の視点に立って、公立病院の

経営強化の取組を推進することとされました。

こうしたことから、経営強化ガイドラインに基づき静岡県西部保健医療圏における持続可能な

地域医療提供体制を確保し、本市の 3病院が担うべき役割・機能と経営強化の方向性を明らかに

するため、「浜松市病院経営強化プラン（令和 5 年度～令和 9 年度）（以下「本計画」という。）」

を策定します。

２ 計画期間 

本計画の計画期間は、策定年度の令和 5年度から令和 9年度までの 5年間とします。なお、静

岡県保健医療計画の内容や西部保健医療圏での地域医療構想の協議状況、その他医療を取り巻く

環境の変化など、必要に応じて適宜見直すものとします。

３ 計画の位置づけ 

本計画は、国が示す経営強化ガイドラインに基づき策定するものです。また、本市の最上位計

画である「浜松市総合計画」の分野別の個別計画として位置付けるとともに、静岡県地域医療構

想に係る具体的対応方針として位置付けます。

４ 対象施設 

本計画の対象施設は、本市が病院事業として設置する 3病院（浜松医療センター、浜松市リハ

ビリテーション病院、浜松市国民健康保険佐久間病院）です。各病院の位置図及び病院の概要は

次のとおりです。 
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第１章 計画の基本的事項 

（１）位置図 

（２）病院の概要 

①浜松医療センター（以下、医療センター） 名古屋市旧プランを参考に記載

②浜松市リハビリテーション病院（以下、リハビリ病院） 名古屋市旧プランを参考に記載

③浜松市国民健康保険佐久間病院（以下、佐久間病院） 名古屋市旧プランを参考に記載

病床数 606床（一般病床600床、感染症病床6床）
運営形態 指定管理者制度（利用料金制）
指定管理者 公益財団法人　浜松市医療公社
所在地 浜松市中区富塚町328番地
病院の基本理念 安全・安心な、地域に信頼される病院

標榜診療科

【34診療科】
内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児
科、外科、消化器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心
臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリ
テーション科、放射線治療科、麻酔科、腎臓内科、乳腺外科、臨床検査科、
救急科、歯科口腔外科、感染症内科、リウマチ科、人工透析内科、病理診断
科、血液内科、内分泌・代謝内科、血管外科

※新病院棟の建設及び既存病棟の改修を行う新病院整備事業を施工中（～令和9年度予定）

病床数 225床（一般病床180床、療養病床45床）
運営形態 指定管理者制度（代行制）
指定管理者 社会福祉法人　聖隷福祉事業団
所在地 浜松市中区和合北一丁目6番1号

病院の基本理念
私達は、地域に根ざし、利用者の尊厳と生活の質を尊重した、患者中心主義
に基づく医療を提供します

標榜診療科
【4診療科】
内科、整形外科、リハビリテーション科、歯科

病床数 40床（一般病床36床、感染症病床4床）
運営形態 浜松市直営
所在地 浜松市天竜区佐久間町中部18番地の5

病院の基本理念
“ここ”での健康で生きがいのある暮らしを支え、いきいき長寿の郷を実現する
ため、生活者の視点に立つあたたかな医療を行います。

標榜診療科
【8診療科】
内科、精神科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、眼科、リハビリテー
ション科
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第２章 医療を取り巻く環境と市立病院の状況 

第２章 医療を取り巻く環境と市立病院の状況 

１ 国・県の医療政策 

（１）国の動向 

厚生労働省においては、今後も人口減少や少子高齢化が続く中、地域において将来の医療需要

を見据えつつ、新興感染症等や大規模災害などの緊急事態が発生した際にも機動的・弾力的に対

応できるよう、質が高く効率的で持続可能な医療を整備するため、地域医療構想、地域包括ケア

システム、医師の働き方改革や医師の偏在対策といった各種施策を一体的に推進しているところ

です。 

地域医療構想については、都道府県が令和 7 年（2025 年）の医療需要と病床の必要量を推計

することとされており、その実現に向けて各都道府県において取組が進められています。加えて、

各都道府県における第 8 次医療計画（令和 6 年度～令和 11 年度）の策定作業と併せて、令和 4

年度及び令和 5 年度において、「地域医療構想に係る各医療機関の対応方針の策定や検証・見直

しを求める」こととされたところであり、公立病院にもその対応が求められています。 

地域包括ケアシステムについては、少子高齢化の進展による医療需要の変化や高齢者の増加で

疾病構造が変化し、慢性疾患・複数疾患を抱える患者の増加、手術のみならずその後のリハビリ

テーションが必要となる患者の増加など、自宅で暮らしながら医療を受ける患者の増加が予想さ

れる状況を踏まえ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、日常生活圏

において、住まい・医療・介護・予防・生活支援サービスが包括的に確保される体制の構築を目

指しています。 

医師の働き方改革については、医師の時間外労働規制が令和 6年度から適用が開始されること

となっています。医師の労働環境の改善は重要な課題ではありますが、現在でも医師不足に直面

している公立病院にとって、医師の時間外労働時間が短縮されることは、さらに厳しい状況とな

ることが見込まれており、その対策は喫緊の課題となっています。 

医師偏在対策については、都道府県によって医師確保計画が策定され、医学部における地域枠

等の設定・拡充など、令和 18 年を目標年として取組が進められているところです。 

また、新興・再興感染症への対応については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機と

して、第 8次医療計画から「新興・再興感染症の感染拡大時における医療」が記載事項に追加さ

れることも踏まえ、公立病院においても、感染拡大時に備えた平時からの取組を進めていくこと

を求めています。 

総務省においては、公立病院の経営改革として、令和 4 年 3 月 29 日付けで経営強化ガイドラ

インを発出し、医師・看護師等の不足、人口減少・少子高齢化に伴う医療需要の変化等による厳

しい経営状況に直面する中で持続可能な地域医療を提供するため、各医療機関間での機能分化や

連携強化、医師・看護師確保等による公立病院の経営強化の推進を求めています。 

公立病院の経営強化は、こうした国の医療政策の動向を十分に踏まえながら進めていく必要が

あります。 
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出典：「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」の概要

（令和 4年 3月）

（２）県の動向 

静岡県は、保健医療に関する基本指針として第 8次「静岡県保健医療計画（2018 年度～2023 年

度）」を策定し、保健・医療・福祉の一体的な取組を推進しています。第 8 次「静岡県保健医療

計画（2018 年度～2023 年度）」における令和 3 年度の中間見直しでは、主に、疾病・事業及び

在宅医療に係る医療体制構築に係る指針等を踏まえた見直し及び新型コロナウイルス感染症の

経験を踏まえた感染症対策に関する見直しがなされました。 

また、静岡県は医師少数県に位置付けられており、医師数の増加を基本方針とした「静岡県医

師確保計画」を定め、医師多数都道府県等からの医師確保に取り組んでいます。西部保健医療圏

においては、全体としては医師多数区域に分類されますが、局地的に医師が少ない地域があり、

令和 3年度には、佐久間病院を含む本市の天竜区が、令和 5年度には湖西市が医師少数スポット

に設定されました。医師少数スポットへの設定により、国の「医師少数区域経験認定医師制度」

の適用及び研修参加経費や専門書購入などに対する県の補助金の活用が可能となっています。 

２ 地域医療構想 

団塊の世代がすべて後期高齢者（75 歳以上）となる令和 7年（2025 年）に向けて、高齢者が

可能な限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できるような、切れ目のない医療及び介護の提

供体制を構築するため、平成 26 年に医療介護総合確保推進法が成立しました。この法律により

新たに位置付けられた都道府県が策定する地域医療構想は、構想区域ごとに各医療機能の将来の
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その地域にふさわしいバランスの取れた病床の機能分化と連携を推進するために、医療機能ごと

に令和 7 年（2025 年）の医療需要と病床の必要量を推計し、実現に向けた方向性を定めるもの

です。令和 7 年（2025 年）の医療需要と病床の必要量は、高度急性期・急性期・回復期・慢性

期の 4機能ごとに、都道府県内の構想区域（2次保健医療圏が基本）単位で推計され、機能分化・

連携については、構想区域の地域医療構想調整会議で議論・調整が行われています。 

静岡県が策定した「静岡県地域医療構想」における西部保健医療圏の令和 7 年（2025 年）の

必要病床数は、6,014 床（高度急性期：889 床、急性期：2,104 床、回復期：1,572 床、慢性期：

1,449 床）と推計されています。令和 4年（2022 年）病床機能報告による機能別病床数は、6,730 

床（高度急性期：1,879 床、急性期：2,294 床、回復期：927 床、慢性期：1,630 床）であり、高

度急性期、急性期及び慢性期の病床が必要数よりも多く、回復期病床が必要数よりも少ない状況

となっています。 

このため実現に向けた方向性としては、充実が求められる回復期機能を確保していくため、現

在の病床をいかに有効活用するかという視点が重要になってきます。 

３ 西部保健医療圏の状況 

（１）人口動態・将来推計人口 

 ①西部保健医療圏の人口 

本市は、「静岡県保健医療計画」で静岡県が設定した 8 つの医療圏の中の「西部保健医療圏」

に位置し、本市及び湖西市で一つの 2 次医療圏を形成しています。人口は令和 4 年で約 84 万人

となっており、静岡県の 8保健医療圏の中では最大です。 

◇西部保健医療圏における病床機能報告の推移と2025年の必要病床数

1,889 1,672 1,630 1,449 

876 893 927 1,572 

2,572
2,382 2,294

2,104

1,730 
1,604 1,879 889 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2020年（R2）
病床機能報告

2021年（R3）
病床機能報告

2022年（R4）
病床機能報告

2025年 （R7）
必要病床数

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

(床)

7,067
6,551 6,730

6,014

男 女 総数
人口 376,944人 381,120人 758,064人

構成比 44.9% 45.3% 90.2%
人口 12,424人 13,085人 25,509人

構成比 1.5% 1.5% 3.0%
人口 29,304人 27,847人 57,151人

構成比 3.5% 3.3% 6.8%
人口 418,672人 422,052人 840,724人

出典：静岡県年齢人口統計(令和4年10月1日時点）

項目

合計

湖西市

天竜区

天竜区以外
浜松市
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②年齢構成別人口推計 

西部保健医療圏の総人口は減少傾向となっており、令和 7 年（2025 年）には令和 2 年（2020

年）より約 8千人減少し、約 84万 1 千人となる見込みです。さらに令和 22 年（2040 年）には約

78 万 2 千人となると推計されています。年齢別でみると、64 歳までの年少人口及び生産年齢人

口の構成比率及び人口数が減少する一方、65 歳以上の高齢者の構成比率及び人口数は令和 27 年

（2045 年）に向けて増加する見込みです。 

③医療需要推計 

 令和 7年（2025 年）以降の医療需要は、西部保健医療圏の令和 7年（2025 年）の患者数を 100 

人とした場合の令和 22 年（2040 年）の入院患者数は 110.9 人、外来患者数は 98.2 人、在宅患

者数は 134.5 人と推計されています。入院患者数及び在宅患者数は全体として増加傾向で推移し

ますが、外来患者数は若干の減少が想定されています。増加する入院患者に対応するため、入院

日数の適正化や医療と介護の複合ニーズへの対応、在宅医療の後方支援などが求められます。 

（２）医療機関数及び病床数 

西部保健医療圏内の医療機関数は、病院が 34 機関、診療所が 693 機関です。また、精神、結

核、感染症病床を除いた病床数の合計は 7,270 床で、全体の約 75％が一般病床です。 

出典：国立社会保障・人口問題研究所　男女･年齢(5歳)階級別データ『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計）

11.6 10.5 10.3 9.8 9.3 9.0 8.7 
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11.5 
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80.0

90.0

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

◇西部医療圏の年齢階層別人口の将来推移

75歳以上

65～74歳

15～64歳

14歳以下

高齢化率

(万人)

85.8万人 83.3万人 84.1万人 82.5万人 80.5万人
78.2万人 75.6万人

〈西部保健医療圏の推計患者数〉2025年の患者数を100としたもの（単位：人）

2030年 2035年 2040年
105.3 109.8 110.9
100.4 99.3 98.2
113.5 130.1 134.5

出典：令和4年5月第8回第8次医療計画等に関する検討会資料（厚生労働省）

入院患者数
外来患者数
在宅患者数

区分

〇医療機関数 〇病床数（精神・結核・感染症病床を除く）
医療機関数(機関) 病床数（床）

一般 27 一般病床 5,058
精神 7 療養病床 1,805

合計 34 小計 6,863
有床 35 一般病床 368
無床 658 療養病床 39

合計 693 小計 407
7,270

出典：厚生労働省「医療施設動態調査」（令和3年10月1日時点）

区分 区分

合計

病院

診療所

病院

診療所
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（３）病院の状況 

①病床数及び医師数 

 西部保健医療圏における病院（精神病床のみの病院を除く）の許可病床数は 7,212 床、常勤医

師数は 1,419 人となっています。医療センターは、病床数で全体の 8.4％、医師数で全体の 11.6％

を占めています。リハビリ病院は、回復期リハビリテーション病床 659 床のうち、27.3％の 180

床を占めています。また、佐久間病院は、40 床で医師は 6人となっています。 

（４）医療提供体制の状況 

①救急医療体制

西部保健医療圏の二次救急医療体制は、本市の天竜区を除く西遠地域では浜松医科大学医学部

附属病院、浜松医療センター、浜松労災病院、浜松赤十字病院、遠州病院、聖隷浜松病院、聖隷

三方原病院の７病院による病院群輪番制です。救命救急センターは、浜松医療センターと聖隷浜

松病院の 2病院、高度救命救急センターは聖隷三方原病院となっています。また、北遠地域の救

一般 療養 結核 精神 感染症 計
割合

（％）

うち回

復期ﾘﾊ

病床

実数
（人）

割合
（％）

1 聖隷三方原病院 816 20 104 940 13.0 0 197 13.9
2 聖隷浜松病院 750 750 10.4 0 282 19.9
3 浜松医科大学医学部附属病院 576 37 613 8.5 0 427 30.1
4 浜松医療ｾﾝﾀｰ 600 6 606 8.4 0 165 11.6
5 遠州病院 340 60 400 5.5 60 71 5.0
6 天竜病院 258 8 50 316 4.4 0 19 1.3
7 浜松労災病院 312 312 4.3 0 46 3.2
8 浜松赤十字病院 312 312 4.3 0 43 3.0
9 すずかけｾﾝﾄﾗﾙ病院 205 104 309 4.3 60 28 2.0
10 十全記念病院 95 204 299 4.1 50 17 1.2
11 浜北さくら台病院 138 120 258 3.6 42 8 0.6
12 浜松とよおか病院 230 230 3.2 0 4 0.3
13 浜松市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 180 45 225 3.1 180 15 1.1
14 浜松北病院 139 60 199 2.8 32 12 0.8
15 市立湖西病院 196 196 2.7 0 12 0.8
16 天竜すずかけ病院 165 165 2.3 55 5 0.4
17 西山病院 158 158 2.2 0 6 0.4
18 浜松南病院 50 100 150 2.1 100 9 0.6
19 北斗わかば病院 142 142 2.0 0 5 0.4
20 浜名病院 89 44 133 1.9 0 11 0.8
21 平安の森記念病院 118 118 1.6 0 3 0.2
22 引佐赤十字病院 99 99 1.4 0 3 0.2
23 常葉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 80 80 1.1 80 4 0.3
24 松田病院 60 60 0.8 0 10 0.7
25 丸山病院 58 58 0.8 0 7 0.5
26 かば記念病院 44 44 0.6 0 4 0.3
27 佐久間病院 36 4 40 0.6 0 6 0.4

5,058 1,805 28 311 10 7,212 100.0 659 1,419 100.0
※法人名称等は省略、精神病床のみの病院を除く、№は病床数順
  病床数　出典：令和5年度版浜松市保健衛生年報（令和5年3月31日現在）
  病床数のうち回復期リハ病床　出典：静岡県「令和4年度病床機能報告」病床の状況
  医師数　出典：静岡県「令和4年度病床機能報告」常勤医師数

医師数許可病床数（床）

医療機関名№

計
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急医療は、天竜病院と佐久間病院の輪番制となっています。なお、搬送に時間を要する場合は、

消防ヘリ「はまかぜ」を活用し、早期搬送を行っています。 

②回復期リハビリ医療の提供体制 

地域医療構想における西部保健医療圏の回復期病床の令和7年の必要病床数1,572床に対して、

令和 4年の稼働病床は 927 床と大幅に下回っており、回復期リハビリテーション病床は必要な病

床数に対し不足している状態にあります。一方で、一般社団法人回復期リハビリテーション病棟

協会のリハビリテーション病床数の整備目標値は人口 10 万人あたり 50床となっており、西部保

健医療圏においては整備目標値を上回り 78 床/10 万人で、全国平均の 74床/10 万人（令和 5年 3

月現在）と同程度となっています。 

③中山間地域における医療提供体制 

本市の北遠地域においては、医療機関が少なく、専門医療や救急医療が薄く、医療の地域格差

が大きな課題となっています。また、過疎化により人口はこれからも減少が続く見通しであると

ともに、多くの住民は移動手段の限られた交通弱者で遠距離移動は困難を伴います。 

当該地域では、佐久間病院が唯一の公立病院として、へき地医療の拠点病院の役割も担う地域

医療の要となる重要な病院となっています。西部保健医療圏全体においては、医師は多数区域と

位置付けられますが、北遠地域は、地域の診療所医師の高齢化も進展し、局所的に医師が少ない

地域となっており、佐久間病院が地域の核となり、2 つの附属診療所、地域診療所との連携によ

り医療を提供しています。

（５）5事業・6疾病等への対応状況 

  西部保健医療圏の公立病院及び病院群輪番制に参加している主な病院の静岡県保健医療計画

における 5事業・6疾病等の対応状況は次のとおりです。 

◇5事業(救急、災害、へき地、周産期、小児)+感染症・認知症・地域リハビリテーション

区分 救急医療 災害医療 へき地医療 周産期医療 小児医療 感染症医療 認知症対策 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

聖隷三方原病院
高度救命救急ｾﾝﾀｰ

二次救急
県・災害拠点 地域周産期

三次救急

専門医療
医療ｾﾝﾀｰ

聖隷浜松病院
救命救急ｾﾝﾀｰ

二次救急
県・災害拠点 総合周産期

三次救急

専門医療

浜松医科大学医学部附属病院 二次救急 県・災害拠点 地域周産期
三次救急

専門医療

浜松医療ｾﾝﾀｰ
救命救急ｾﾝﾀｰ

二次救急
県・災害拠点 地域周産期

三次救急

専門医療
第二種

遠州病院 二次救急 市・救護 産科救急
二次救急

専門医療

浜松労災病院 二次救急 市・救護 二次救急

浜松赤十字病院 二次救急 県・災害拠点
二次救急

専門医療

ﾘﾊﾋﾞﾘ病院 市・救護 広域支援ｾﾝﾀｰ

天竜病院 二次救急 へき地医療拠点

佐久間病院 二次救急 市・救護 へき地医療拠点 第二種

市立湖西病院 二次救急 専門医療
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４ 市立病院の現状、特長及び課題

（１）医療センター 

①入院・外来患者、経常収支比率及び修正医業収支比率 

令和 4年度の入院・外来患者数等の推移をみると、新型コロナウイルス感染症拡大による院内

クラスターの影響や新型コロナウイルス感染症重点医療機関として専用病床を確保したことな

どにより令和 2年度以降大幅に落ち込んでいます。一方で、患者数が伸びない中でも、令和 6年

1 月の新病院棟開院に向けた高度・先進医療の推進、平均在院日数短縮の取組、専門外来の充実

などによる収益向上の取組を進めた結果、令和 4年度の一人当たり単価は入院外来ともに平成 30

年度対比で約 20％向上しています。また、平均在院日数は平成 30 年度の 13 日台から令和 4年度

には 12 日台に短縮しています。 

経常収支比率は 100％を達成しており、病院事業会計の過去からの利益の積み上げである利益

剰余金は、令和 4年度末で約 66億 9 千万円となっています。 

◇6疾病（がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、肝炎、精神疾患）
区分 がん 脳卒中 心血管疾患 糖尿病 肝炎 精神疾患

聖隷三方原病院
国・地域連携拠点

集学的医療
救急医療 救急医療 専門医療 地域連携拠点

救急、高次脳機能障害、

身体合併治療

聖隷浜松病院
国・地域連携拠点

集学的医療
救急医療 救急医療 専門医療 地域連携拠点 身体合併治療

浜松医科大学医学部附属病院
国・地域連携拠点

集学的医療
救急医療 救急医療 専門医療

県・連携拠点

地域連携拠点
身体合併治療

浜松医療ｾﾝﾀｰ
国・地域連携拠点

集学的医療
救急医療 救急医療 専門医療 地域連携拠点 身体合併治療

遠州病院 集学的医療 救急医療 救急医療 専門医療

浜松労災病院 集学的医療 救急医療 救急医療 専門医療

浜松赤十字病院 集学的医療 救急医療 救急医療 専門医療 地域連携拠点

ﾘﾊﾋﾞﾘ病院 ﾘﾊﾋﾞﾘ

天竜病院 専門医療

佐久間病院

市立湖西病院 救急医療 専門医療

※法人名称等は省略
※第8次静岡県保健医療計画〈2次保健医療圏版〉を基に浜松市が作成

◇入院患者数及び患者数
H30 R1 R2 R3 R4

入院年間延べ患者数 189,303人 185,418人 169,813人 168,417人 164,214人
入院1日平均患者数 519人 507人 465人 461人 450人
病床利用率 86.4% 84.4% 77.5% 76.9% 75.0%
平均在院日数 13.4日 12.7日 13.3日 12.6日 12.2日
入院１人当り単価 63,311円 65,558円 67,213円 71,649円 76,776円
外来年間延べ患者数 246,500人 252,154人 228,846人 236,116人 235,725人
外来1日平均患者数 1,010人 1,051人 942人 976人 970人
外来１人当り単価 15,996円 17,572円 18,885円 18,921円 19,769円

◇経常収支比率及び修正医業収支比率
H30 R1 R2 R3 R4

経常収支比率 103.9% 102.4% 103.9% 109.6% 104.2%
修正医業収支比率 94.2% 92.8% 87.8% 90.7% 90.3%

区分

区分
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第２章 医療を取り巻く環境と市立病院の状況 

②患者の地区別構成比（令和 4年度） 

患者の地区別構成比をみると、入院患者の約 88％、外来患者の 86％が天竜区を除く本市の患

者であることが分かります。また、特殊で専門的な医療を提供していることから、西部保健医療

圏以外の県内又は県外からの患者の割合も高くなっています。 

③特長 

・市内総合病院の輪番制による救急医療体制のもと、二次救急医療を確実に実施するとともに、

三次救急医療施設として救命救急センターを設置し、西部保健医療圏の救急医療体制の整備に

貢献しています。 

・小児・周産期医療においては、NICU、GCU 等でリスクの高い妊産婦や新生児に医療を提供する

地域周産期母子医療センターを運営しています。 

・災害拠点病院として、必要な人的・物的資源を確保するとともに、災害発生時には必要な医療

救護活動を実施する体制を確保しています。 

・高度・先進的医療の分野では、がん診療連携拠点病院・がんゲノム医療連携病院として質の高

い先進的ながん診療を提供するとともに、脳卒中センターをはじめ、疾患センター・専門外来

による高度専門医療を提供しています。 

・第二種感染症指定医療機関として感染症医療を提供しています。 

・臓器・骨髄移植に関する医療に対する積極的な取組を行っています。 

・エイズ治療拠点病院として、エイズ感染者の診療を実施しています。 

・令和 9年度まで新病院整備事業として老朽化した病棟の建替え及び改修を実施しています。 

・新型コロナウイルス感染症対応では、発生直後の令和 2年 2月から患者の受入れを開始し、令

和 5年 5月までに 1,584 人の新規入院患者を受け入れています。 

④課題

建物の老朽化が進展し、施設面における療養環境の低下等が課題となっており、現在、新病院

棟の建設及び既存病棟の改修を実施する新病院整備事業を進めています。令和 6年 1月の新病院

棟の開院では、救命救急センターや ICU の充実、手術室の体制強化など、高度かつ先進的な医療

を提供する体制が整備されます。新病院棟の開院や既存病棟の改修後には、新たな機能や充実し

た機能を最大限活かし、地域においてさらなる機能分化・連携強化の取組を行うとともに、病床

利用率の向上による収益確保を進める必要があります。また、地域診療所等との連携体制の強化

による新入院患者・紹介患者の確保、がん治療やがん手術の強化、健診の充実・強化についても

取り組む必要があります。 

浜松市
（天竜区を

除く）

浜松市
（天竜区）

湖西市
県内（西部
保健医療圏
を除く）

県外

入院患者数 11,843人 62人 809人 563人 237人
構成比 87.6% 0.5% 6.0% 4.2% 1.8%
外来患者数 17,560人 112人 1,230人 1,014人 496人
構成比 86.0% 0.5% 6.0% 5.0% 2.4%

居住地

区分
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第２章 医療を取り巻く環境と市立病院の状況 

  経営的には、黒字経営を続けていますが、令和 6年度以降は新病院整備による減価償却費負担

が多額となることから赤字経営となり、令和 8 年度には新病院整備事業に伴う既存病棟（1・2

号館）の解体により多額の特別損失が発生し、累積欠損金が生じる見込みです。 

（２）リハビリ病院 

①入院・外来患者、経常収支比率及び修正医業収支比率 

令和 4年度の入院・外来患者数等の推移をみると、入院については、入退院の綿密な調整によ

り高い病床利用率を維持していますが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で院内クラス

ターが発生した令和 4年度は病床利用率が若干低下しました。一方で、令和 3年 9月に東 2病棟

45 床を一般病棟から回復期病棟へ変更し、令和 4年度には上位の施設基準を算定するなど、収益

向上の取組を進めた結果、令和 4 年度の入院 1 人当たり単価は平成 30 年度対比で約 10％向上し

ています。 

外来については、令和 2年度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外来受入れ制限を

実施したことや令和 3年度の整形外科医の退職の影響により患者数が減少しました。外来 1人当

たり単価はボツリヌス療法の推進などにより向上しています。 

経常収支比率は 100％を達成しており、平成 26 年度の新病院開院で生じた病院事業会計の累積

欠損金は年々減少し、令和 4年度末で約 1.4 億円となっています。 

②患者の地区別構成比（令和 4年度） 

患者の地区別構成比をみると、入院患者、外来患者ともに約 86％が天竜区を除く本市の患者で

す。また、県内（西部保健医療圏を除く）の患者の割合が約 8％と高くなっています。 

◇入院患者数及び患者数
H30 R1 R2 R3 R4

入院年間延べ患者数 77,953人 77,955人 77,770人 78,164人 76,650人
入院1日平均患者数 214人 213人 213人 214人 210人
病床利用率 94.9% 94.7% 94.7% 95.2% 93.3%
平均在院日数 48.4日 49.7日 45.3日 46.9日 53.0日
入院１人当り単価 36,656円 37,814円 39,018円 39,656円 41,146円
外来年間延べ患者数 46,173人 42,271人 40,152人 36,262人 37,615人
外来1日平均患者数 189人 175人 165人 150人 155人
外来１人当り単価 7,103円 7,387円 7,944円 8,760円 10,120円

◇経常収支比率及び修正医業収支比率
H30 R1 R2 R3 R4

経常収支比率 101.5% 102.3% 101.3% 101.4% 103.1%
修正医業収支比率 92.6% 93.3% 92.5% 92.5% 93.8%

区分

区分

浜松市
（天竜区を

除く）

浜松市
（天竜区）

湖西市
県内（西部
保健医療圏
を除く）

県外

入院患者数 1,216人 23人 49人 114人 17人
構成比 85.7% 1.6% 3.5% 8.0% 1.2%
外来患者数 3,577 32 96 331 102
構成比 86.4% 0.8% 2.3% 8.0% 2.5%

区分

居住地
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第２章 医療を取り巻く環境と市立病院の状況 

③特長 

・静岡県西部地域における回復期医療の中核病院として、急性期病院と地域社会の架け橋の役割

を果たし、日常生活につなげるリハビリテーション専門医療を提供しています。 

・えんげ、スポーツ、高次脳機能の 3 つのセンター機能による特色ある専門的なリハビリテー  

ション医療を提供しています。 

・歩行リハビリ訓練支援ロボットなど先進機器を用いた最先端のリハビリテーション医療を提供

しています。 

・静岡県西部地域で唯一の地域リハビリテーション広域支援センターとして、地域のリハビリ 

テーション医療の向上に寄与する支援活動を実施しています。 

・新型コロナウイルス感染症対応では、急性期病院からの回復患者を受入れ、地域の医療提供体

制の確保に努めました。 

④課題

  高齢化の進展及び高齢者の増加に伴い、脳卒中・急性心筋梗塞・骨関節系の疾患等により機能

障がいを伴う患者の増加が見込まれ、心身機能の維持・回復への需要が高まっており、質の高い

効率的なリハビリテーション医療の提供に加えて、ニーズの増加への対応が求められています。 

地域医療構想においては西部保健医療圏の回復期病床の必要病床数 1,572 床に対して、稼働病

床は 927 床と大幅に下回っていますが、リハビリ病院は、93％を超える病床利用率を維持してお

り、将来的に回復期医療に対する需要が増大した場合、現状の病床数では対応が困難となること

も想定されます。 

地域の回復期の医療需要に応えるためには、回復期病床の増床と増床した場合に不足する訓練

スペース等を確保するため、第 2 機能訓練棟の建設の検討が必要です。なお、平成 26 年に完成

した新病棟は将来的な機能拡張に対応した設計がなされており、訓練室を 45 床の病棟に転換可

能な広さと構造を確保しています。 

（３）佐久間病院 

①入院・外来患者、経常収支比率及び修正医業収支比率 

令和 4年度の入院・外来患者の推移をみると、入院１日平均患者数は 25 人と平成 30 年度（療

養病床を除く）に比べ 2人の減少となっています。病床利用率は 61.7％と 6.4 ポイントの減とな

っています。また、外来 1 日平均患者数は 90 人と平成 30 年度に比べ 26 人の減少となっていま

す。いずれも、新型コロナウイルス感染症の影響や診療圏域人口の減少が主な要因と考えられま

す。 

経常収支比率は、新型コロナウイルス感染症対策や病床再編に対する補助金による収益などで、

100％を超えた年度もありますが、病院の本業の状況を示す修正医業収支比率が、類似規模の公

立病院と比較しても低く、令和 4年度で 44％となっています。 
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第２章 医療を取り巻く環境と市立病院の状況 

②患者の地区別構成比（令和 4年度） 

患者の地区別構成比をみると、入院患者の約 93％、外来患者の約 89％が天竜区の患者である

ことが分かります。一方で、県外の患者の比率が高く、県境を越えて患者が流入していることが

分かります。

③特長 

・北遠地域唯一の公立病院として、患者の健康状況の把握、治療を総合的に担うプライマリ･  

ケアを実践しています。 

・救急医療では、初期救急体制を確保するとともに、高度医療を要する疾患に対しては病病連携

による迅速な転送対応を実施しています。 

・へき地拠点病院として巡回診療等を実施しています。 

・2 カ所の附属診療所により広域をカバーし、各地区のニーズに合わせた診療を実施していま  

す。 

・新型コロナウイルス感染症対応では、地域で発生した患者を受入れ、治療を行いました。 

◇入院患者数及び患者数
H30 R1 R2 R3 R4

入院年間延べ患者数 9,936人 11,217人 7,991人 9,107人 9,001人
入院1日平均患者数 27人 31人 22人 25人 25人
病床利用率 68.1% 76.6% 54.7% 62.4% 61.7%
平均在院日数 18.8日 21.7日 21.6日 25.0日 17.6日
入院１人当り単価 27,154円 25,849円 25,465円 24,637円 27,332円
外来年間延べ患者数 24,374人 22,944人 18,176人 18,117人 19,089人
外来1日平均患者数 116人 109人 88人 87人 90人
外来１人当り単価 10,073円 10,069円 10,123円 10,632円 11,345円
※入院は一般病床に対するもの（R3～療養病床20床廃止）

◇経常収支比率及び修正医業収支比率
H30 R1 R2 R3 R4

経常収支比率 101.5% 96.4% 100.4% 112.0% 92.3%
修正医業収支比率 51.7% 51.3% 41.2% 42.3% 44.0%

区分

区分

浜松市
（天竜区を

除く）

浜松市
（天竜区）

湖西市
県内（西部
保健医療圏
を除く）

県外

入院患者数 6人 335人 0人 2人 16人
構成比 1.7% 93.3% 0.0% 0.6% 4.5%
外来患者数 108人 2,269人 0人 17人 162人
構成比 4.2% 88.8% 0.0% 0.7% 6.3%

区分

居住地
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第２章 医療を取り巻く環境と市立病院の状況 

④課題

佐久間病院は、平成 28 年度に医師がそれまで 6人体制のところ 3人体制となり、医師不足に

より診療を縮小せざるを得なくなりました。また、収益が減少したことから、不採算地区病院に

対する一般会計からの繰出しを開始するとともに、経営健全化の方策として、既存の病床を削減

し、診療体制の見直しを図ることとしました。令和 3年度には療養病床 20 床を廃止し、60 床か

ら 40 床に規模を見直すとともに、近隣の介護保険施設との役割分担を整理しました。また、関

係機関への働きかけにより医師の確保に努めた結果、令和 4年度には常勤医師 6人体制となりま

したが、安定的な医師確保が大きな課題となっています。 

また、佐久間病院の主な診療圏域は、天竜区のうち佐久間町及び水窪町です。当該地域は、人

口減少が顕著であり、人口が毎年度 4％～5％減少しています。そうした中で、継続した病院運営

のためには、看護師等医療従事者の確保、人口減少に伴う患者減少への対応、収益確保のための

新たな取組の実施などが課題として挙げられます。 

（参考）佐久間町及び水窪町の人口推移 

H22 H27 R1 R2 R3 R4 R5
佐久間町 4,739 3,953 3,229 3,073 2,931 2,830 2,682
水窪町 2,800 2,291 1,973 1,898 1,820 1,743 1,646

7,539 6,244 5,202 4,971 4,751 4,573 4,328
95.6% 95.6% 96.3% 94.6%

出典：(浜松市町字別世帯数人口一覧_各年10月1日時点）

合計
前年比

項目

浜松市
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第３章 計画の概要 

第３章 計画の概要

 各病院の計画の内容については、第４章の各病院の計画内容、数値目標、収支計画に記載します

が、第３章では共通の取組など、総括的な事項について記載します。 

１ 取組の概要 

（１）役割・機能の最適化と連携の強化 

 本市の 3病院は、それぞれの医療機能や立地条件、病院規模において、公立病院として市民の

様々な活動の礎となる健康保持に必要な高度・専門医療や政策的医療、へき地医療等を提供し、

地域医療体制の最後の砦としての役割・機能を担います。 

①地域医療構想等を踏まえた市立病院の果たすべき役割・機能 

 医療センターは、経営強化ガイドラインで定める地域において中核的医療を行う「基幹病院」

として、高度急性期・急性期医療の提供とともに小児・周産期・災害・感染症など政策的医療を

提供します。リハビリ病院は、経営強化ガイドラインで定める回復期機能・初期救急等を担う「基

幹病院以外の病院」として回復期リハビリテーションに特化した医療の提供を行います。佐久間

病院は、「基幹病院以外の病院」として、民間医療機関の立地が困難な過疎地域における救急・

一般医療の提供を行うなど、各病院の特色を活かし、それぞれ地域に必要な公立病院に期待され

る医療を提供します。 

 将来の病床機能については、計画期間中は病床数を維持する一方で、医療センターにおいては、

ICU の機能を強化した新病院棟の開院に伴い、増加する脳卒中患者等に対応し、高度急性期機能

の病床を増加させます。 

②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

本市では、令和 3 年 3 月に保健・介護・福祉分野に関する計画として、「はままつ友愛の高齢

者プラン」を策定しました。高齢者を含めたあらゆる人々が役割を持って、いきいきと活躍し支

え合うことのできる「地域共生社会」の実現に向けて、「予防」「医療」「介護」「生活支援」「住

まい」の 5つの構成要素につなげていくよう施策を展開しています。 

また、在宅医療や介護に関する相談に対応するため、医療センター内に浜松市在宅医療・介護

連携相談センター（つむぎ）を設置しています。 

各病院の病床機能報告の区分による病床機能
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

412床 188床 600床
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

420床 180床 600床

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
225床 225床

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
225床 225床

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
40床 20床 60床

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
40床 40床

佐久間病院
R2年度実績

R7年度見込

医療センター
R2年度実績

R7年度見込

リハビリ病院
R2年度実績

R7年度見込
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第３章 計画の概要 

③機能分化・連携強化 

 医療センターは、老朽化した病棟の再整備を実施しており、令和 6年 1月に新病院棟が開院し

ます。引き続き、がん・脳卒中・心筋梗塞等の心血管疾患など高度専門医療、救急医療、小児・

周産期医療、災害時医療を提供し、地域における中心的な役割を果たします。また、西部保健医

療圏の市立湖西病院との令和 4年度の連携協定の締結、浜松医科大学医学部附属病院との連携強

化などを通じ、地域医療の確保に努めます。 

  リハビリ病院は、平成 26 年度に新病院が開院し、その後順調に収益を拡大してきました。県

西部地域における回復期医療の中核病院として、近隣の急性期病院や回復期・維持期の病院、診

療所、介護保険施設等との連携強化を進めていきます。 

佐久間病院は、令和 3年度に療養病床 20 床を削減し、一般病床 36 床及び感染症病床 4床の運

営体制に改め、経営のスリム化、慢性期医療との役割分担を整理しました。引き続き初期救急や

地域の住民のプライマリ・ケアを担います。

（２）医師・看護師の確保と働き方改革 

各病院の果たすべき役割・機能に対応した人員配置となるよう医師・看護師等の医療従事者を

確保し、持続可能な地域医療の確保、医療の質の向上を図ります。また、勤務制度、給与制度に

ついて調査研究を進めるとともに、有給休暇の取得促進、時間外勤務の削減に取り組みます。 

医師の時間外労働規制が開始される令和 6年度に向けては、適切な労務管理の推進、医師事務

作業補助者の活用などのタスクシフトの推進、ICT の活用などにより、長時間労働の是正や効率

性の向上に努めます。

（３）新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

新型コロナウイルス感染症感染拡大時には、自治体病院の使命として積極的に新型コロナウイ

ルス感染症患者や回復患者を受入れました。今後の新興感染症等の感染拡大時には、西部保健医

療圏で2病院のみとなる第二種感染症指定医療機関である医療センター及び佐久間病院を中心に

患者を受入れ、リハビリ病院では急性期病院の後方支援の機能を発揮します。また、新型コロナ

ウイルス感染症対応の経験を生かし、平時から標準予防策の徹底、感染管理に関する職員の教育、

計画的な医療備品の備蓄等、地域医療機関との連携強化に取り組みます。 

（４）施設・設備の最適化 

①施設・設備の適正管理と整備費の抑制

 施設の長寿命化計画の基本的な方針、修繕等の実施計画を明確化することを目的とし、令和 2

年度に策定した「浜松市病院事業個別施設計画」（計画期間：令和 3 年度から令和 12 年度の 10

年間）に基づき、現状の建物や施設設備等の老朽化の状況を把握し、効率的かつ経済的に修繕や

更新を実施していきます。医療センター及びリハビリテーション病院は、指定管理者制度導入施

設であることから、指定管理者との連携により、施設の不備等を適切に把握し、改善に努めます。 

②デジタル化への対応 

サイバーセキュリティ対策を徹底するとともに、電子カルテ、マイナンバーカードの健康保険

証利用、遠隔診療・オンライン診療等を活用し、医療の質の向上、医療情報の連携、働き方改革
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の推進と病院経営の効率化を推進します。 

特に医療情報の連携に関しては、国が、個人の健康増進、保健医療データを活用したサービス

の提供を目的として、医療全般にわたる情報を共有できる全国的なプラットフォームを創設する

ことを検討しており、その動向を踏まえて対応していきます。

（５）経営の効率化等

診療報酬の改定や医療ニーズの変化等の経営環境の変化に柔軟かつ的確に対応するため、病院

経営や医療制度に精通した人材を確保・育成し、役割・機能に的確に対応した体制の強化を図り

ます。また、新規及び上位施設基準の取得などにより収益の向上に取り組むとともに、徹底した

経費削減に努め、持続可能な経営を確保します。 

２ 経営形態の見直し

3 病院の経営形態の見直しの経緯や現状等を踏まえ、現行の経営形態においてさらなる経営の

健全化を進めてまいります。 

（１）医療センター 

医療センターは、平成 18 年度に指定管理者制度の代行制を採用し、平成 23 年度からは、指定

管理者が自ら診療報酬等を直接収入する利用料金制のもと、医業収支の明確化を図るとともに、

地方独立行政法人法で規定する中期目標の設定と中期計画の策定を倣い、自律的な経営及び経営

責任の明確化を達成しています。利用料金制移行時には、地方独立行政法人化への移行を検討し

たものの、市の多額の初期負担金額、自立した経営が困難なこと、資金調達の制約があることな

どから移行を見送った経緯があります。 

利用料金制への移行後は、高度で質の高い医療を実践し、診療単価の向上による収益の確保等

に取り組み、一貫して黒字経営を続けております。現行制度の中で実績を積み重ね、持続可能な

病院運営を実現できていることから、現在の形態においてさらなる経営強化を図ります。 

なお、運営する公益財団法人浜松市医療公社は、市の外郭団体として市との連携により事業を

進めています。現在は、公益法人として収支相償原則のもとに運営を行っておりますが、今後は、

令和7年度を目安に適用される新しい資本主義の実現に向けた公益法人制度改革により創設され

る5年間の中期的な収支均衡の確保のための繰越損益の仕組みや将来の公益目的事業の発展拡充

のためのより柔軟な積立てを行うことが可能な「公益充実資金」などを活用し、より柔軟な病院

経営に取り組みます。 

（２）リハビリ病院 

リハビリ病院は、平成 18 年度から指定管理者制度の代行制を採用しています。指定管理者の

収益向上、費用削減等を還元するインセンティブの仕組みを取り入れており、実質的に利用料金

制と同等の自律的・弾力的な経営が可能となっています。 

平成 20 年度から現在の指定管理者である社会福祉法人聖隷福祉事業団が運営を行っており、

民間病院の経営手法を取り入れた運営を行なっています。平成 26 年度には新病院を建設し、病

床を 180 床から 225 床に拡大しました。現在の指定管理者は、平成 20 年度より 4期 15 年、病床

の効率的運用や専門的かつ高度なリハビリテーション医療の提供、サービスの充実など積極的な
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収益力強化対策により継続して利益を確保・向上させており、現行制度の中で実績を積み重ね、

持続可能な病院運営を実現できていることから、現在の形態においてさらなる経営強化を図りま

す。 

（３）佐久間病院 

佐久間病院は、地方公営企業法の一部適用による直営施設として運営しています。第 1種不採

算地区病院に該当し、市中心部から約60kmの距離、最寄りの病院とは約40kmの距離にあります。

また、佐久間病院のある北遠地域は、過疎地域で人口減少・高齢化が進展するとともに、医療従

事者の確保が難しく、民間の医療機関の参入も困難な状況にあります。 

本市の保健・医療施策と連動し、救急医療、感染症医療などの政策的医療や地域医療を維持確

保する役割を担っていることから、引き続き直営施設として運営を行います。 

〈参考資料〉経営形態の区分 

区分
地方公営企業法の

全部適用
地方独立行政法人 指定管理者制度 民間譲渡

概要

地方公営企業法の
規定により、病院
事業に財務規定等
のみならず、同法
の規定の全部を適
用する制度

地方独立行政法人
法に基づき、地方
独立行政法人を設
立し、経営を譲渡
する制度

地方自治法の規定
により、地方公共
団体が指定する法
人等に、公の施設
の管理を行わせる
制度

公立病院を民間の
医療法人等に譲渡
し、その経営に委
ねる方式

開設者 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 医療法人等
経営責任者 管理者 法人理事長 指定管理者 医療法人等の長
職員定数 上限あり 制限なし 制限なし 制限なし
職員報酬 管理者が決定 法人が決定 指定管理者が決定 医療法人等が決定

職員の身分 地方公務員 法人職員 指定管理者の職員 医療法人等の職員
長期資金調達 企業債の発行 設立団体から借入 独自調達 独自調達

一般会計から
の繰入

繰出基準に基づ
き、一般会計から
繰入可能

地方公営企業に準
じた扱いが可能

協定内容に基づい
た費用を一般会計
から財政措置

なし

制度導入の
メリット

事業管理者に対
し、人事予算等の
権限が付与され、
より自律的な経営
が可能

直営の場合に比
べ、自律的・弾力
的な経営が可能。
権限と責任の明確
化に資する

民間的な経営手法
の導入

譲渡後の財政負担
が生じなくなる

制度導入の
留意点

取り組みやすい反
面、経営の自由度
拡大の範囲は限定
的。制度運用上、
事業管理者の実質
的な権限と責任の
明確化を図らなけ
れば、民間的経営
手法の導入が不徹
底に終わる可能性
がある

設立団体からの職
員派遣は段階的に
縮減を図る等、実
質的な自律性の確
保に配慮すること
が適当である

効果を上げるため
には、①適切な指
定管理者の選定、
②医療の内容、委
託料などの諸条件
についての十分な
協議、③地方公共
団体において管理
の実態を把握し、
指示を行うこと、
等が求められる

不採算・特殊部門
等の医療につい
て、譲渡後相当期
間の継続を求める
など、地域医療提
供体制の確保の面
から譲渡条件等に
ついて譲渡先との
十分な協議が必要
である
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３ 一般会計負担の考え方

 地方公営企業として運営される本市の病院事業は独立採算を原則としています。一方で、地方

公営企業法の規定により、病院経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費（第 17 条

の 2第 1項第 1号）や病院の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入をもって

充てることが客観的に困難であると認められる経費（第 17 条の 2 第 1 項第 2 号）については、

一般会計において負担するものとされています。 

本市においては、各病院の役割・機能に応じ、救急医療、高度医療、小児医療、周産期医療、

不採算地区における医療、病院建物・設備、医療機器の整備などを対象として、総務省の繰出基

準等に基づき、地域で求められる医療を提供するため、一般会計から病院事業会計にその経費の

一部を繰り出します。 

一般会計負担金の算定項目は、下記の表のとおりです。地方交付税として措置されている積算

や総務省の繰出し基準の積算などを参考とし、毎年度、適正な額の繰入を行います。 

〈一般会計負担金の算定項目〉 

４ 住民の理解のための取組 

地域医療のあり方や公立病院の担うべき役割等について、住民や医療従事者等を対象にした講

演会・公開講座・研修会の開催や地域住民との協働イベントの開催、ホームページで活動を公開

する等、広く理解を得るための取り組みを推進します。 

  また、病院ボランティアなどを通じて、住民と医療従事者が力を合わせて地域医療を支える病

院づくりを継続し、住民への普及啓発を進めます。 

項目
医療
ｾﾝﾀｰ

ﾘﾊﾋﾞﾘ
病院

佐久間
病院

根拠

救急医療の確保に要する経費 ○ ○
地方公営企業法

第17条の2第1項第1号

高度医療に要する経費 ○
周産期医療に要する経費 ○
リハビリテーション医療に要する経費 ○
小児医療に要する経費 ○
感染症医療に要する経費 ○ ○
医師確保対策に要する経費 ○
病院の建設改良に要する経費 ○ ○ ○
共済追加費用の負担に要する経費 ○
医師及び看護師等の研究研修に要する経費 ○
不採算地区病院の運営に要する経費 ○
へき地医療の確保に要する経費 ○
公立病院附属診療所の運営に要する経費 ○
公立病院の運営に要する経費 ○ ○ ○

地方公営企業法
第17条の2第1項第2号
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 １ 医療センター

第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 

１ 医療センター 

（１）役割・機能の最適化と連携の強化 

①地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能 

・地域において中核的医療を担う「基幹病院」として、公立病院の役割である政策的医療を引き

続き提供するとともに、地域における高度急性期の機能を担います。 

・第二次、第三次救急病院として、また地域救急医療の中核を担う存在として、新病院棟の開院

を機にさらに進化する高度急性期医療を推進します。 

・救命救急センター、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、災害拠点病院、地域周産

期母子医療センターの指定医療機関としての役割を継続して担います。 

・がん診療の分野では、第 3次浜松市がん対策推進計画に基づき、より質の高いがん治療を提供

するとともに、がんゲノム医療を推進します。 

・急性期脳梗塞に対する高度専門医療の分野では、脳卒中センターにて 24 時間 365 日受入れを

行い早期かつ緊急治療を実施する中核病院としての役割を果たします。 

・専門性の高い医療として、白血病等の血液がん治療、突発性難聴等に効果がある高気圧酸素治

療、妊婦に対する NIPT（非侵襲性出生前遺伝学的検査）の実施が可能であり、地域における質

の高い医療を提供します。 

②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

・重点的に急性期治療のケースに対応するため、急性期医療が必要な患者を入院・外来で受入れ、

治療が終了したケースは速やかに、適切な入退院支援により、回復期、慢性期、在宅へ移行し、

地域全体で治し支える環境を確保します。 

・かかりつけ医や施設に対して緊急時やトラブル発生時の対応を医療センターで受入れることを

提示し、在宅医療やかかりつけ医での対応、回復期・療養施設にスムーズに転院できる連携体

制を強化し、待機患者を生まないよう対策を行います。 

・地域医療支援病院として、湖西地域、北遠地域を含めた病病連携、病診連携、医療介護連携を

さらに推進します。 

・浜松市在宅医療・介護連携相談センター（つむぎ）の運営を受託し、高齢者を支える医療・介

護・福祉関係者からの在宅医療や介護に関する相談に対応します。 

③機能分化・連携強化 

・安全で質の高い医療の提供、災害時・新興感染症発生時の機能分担、医療人材の安定確保など、

浜松医科大学医学部附属病院との連携をさらに強化します。 

・令和 4年度に協定を締結した市立湖西病院との連携を強化し、脳卒中等の急性期患者や分娩の

受入れを医療センターで行うよう機能分化を図るとともに、医師、助産師を市立湖西病院に派

遣することで地域医療体制を確保します。 

・令和 5年 8月に導入した画像連携システムを活用し、市立湖西病院からの脳卒中の疑いのある

患者を遠隔で診断します。 
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 １ 浜松医療センター

④医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

 医療センターに求められる機能及び役割を踏まえ、次のとおり数値目標を設定します。 

◇医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

（２）医師・看護師の確保と働き方改革 

①医師・看護師等の確保 

・高度急性期医療を担う中核病院として、新病院棟の開院、医療設備の充実など、病院の魅力を

高め、優秀な医師及び看護師等の確保に努めます。 

・浜松医科大学との連携を強化し、優先的な人員配置を可能とすることにより、人的交流や医療

従事者の共同研修等により優秀な人材の育成を強化します。 

・小児医療及び周産期医療などについて、地域全体で医療提供体制を維持できるように、市立湖

西病院など地域の病院へ医師、看護師、コメディカル等を積極的に派遣します。 

②臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

・臨床研修医が救急医療に携わる機会を十分確保できるように、救急車の受入れを積極的に行い

ます。 

・臨床研修医の要望を考慮したプログラム内容を検討し、研修プログラムの充実や臨床研修医が

自己研鑽できる環境として令和 7年度にシミュレーションセンターを拡充します。 

・地域病院との連携強化により、地域の病院（浜松医科大学医学部附属病院、市立湖西病院、佐

久間病院等）での研修を積極的に行うなど、地域全体で研修医を育成します。 

③医師の働き方改革への対応 

・高度かつ専門的な知識及び技能を要する特定行為看護師の育成を進め、特定行為看護師が積極

的に活動できる環境を整備します。 

・薬剤師、臨床工学技士、医療事務作業補助者などを増員し、研修参加等による知識の習得によ

り、医師業務からのタスクシフトを推進します。 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1)医療機能に係るもの

件 6,512 5,558 6,156 6,475 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400
％ 88.3 89.5 84.3 74.8 72.0 72.0 74.0 74.0 74.0
件 6,494 5,623 5,782 6,172 6,200 6,200 6,300 6,300 6,300
件 863 653 658 558 600 600 650 650 650

2)医療の質に係るもの
％ 84.5 87.4 88.4 80.7 85.3 88.0 89.0 90.0 90.0
％ 72.1 81.0 86.3 79.1 84.6 88.0 89.0 90.0 90.0

3)連携の強化等に係るもの
％ 77.4 73.2 75.1 75.9 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0
％ 81.5 90.2 98.1 105.3 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0

4)その他

人 276 206 219 239 250 260 260 260 260

実績 計画単
位

救急搬送応需率
手術件数
分娩件数

区分

入院患者満足度
外来患者満足度

紹介率
逆紹介率

浜松医大学生臨床
実習受入延べ人数

救急搬送件数
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 １ 医療センター

（３）新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

 ・第二種感染症指定医療機関として、感染症病床 6床を運用し、患者の受入れを行います。 

・新型コロナウイルス感染症に対しては、重点医療機関として、治療及び検査を必要とする患者

を迅速に受入れる体制を構築しており、引き続き必要な対応を行います。 

・新病院棟においては、患者との接触機会を減らすためのモニター設置や検査部門への安全キャ

ビネットの設置等を通じ、感染対策の強化に取り組みます。 

・令和 7年度までに改修する既存病棟では、感染症病床 6床のほか、それだけでは対応が困難と

なった場合に備え、感染症病床を有するフロア全体で感染症患者への対応を行います。また、

地下 1階に感染症患者の対応に特化した診察室及び処置室を設置し、診察後に上階の感染症病

棟に搬送するよう、他の患者と動線の分離を図ります。 

（４）施設・設備の最適化 

①施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

・築後 50 年を経過し老朽化した病棟を整備する新病院整備事業を進めています。令和 6 年 1 月

には新病院棟が開院し、令和 6年度から 9年度まで既存病棟の大規模改修を行います。病床規

模については将来の医療需要と必要病床数や採算性などを考慮し、現状と同規模の一般病床

600 床とし、新病院棟 420 床に加え、既存病棟に 180 床を確保します。 

・新病院整備事業においては、設計段階から施工者が関与する ECI 方式を導入し、整備費の抑制

に努めています。 

・医療機器については、令和 6年 1月の新病院棟開院に伴い、高度専門医療を提供するために必

要な機器を一括して購入・更新しました。今後は引き続き適正な管理に努めます。 

〈参考〉医療センター新病院整備事業 

 ・スケジュール  

区 分 
R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

新病院棟建設工事 

３号館改修工事 

渡り廊下棟改修工事 

１、２号館解体工事 

渡り廊下棟増築及び 

１、２号館解体跡地駐車場整備工事 

● 

● 

● 

●は供用開始を示す 
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 １ 浜松医療センター

・整備事業費（令和 5年度時点） 

 ・整備後の配置図（計画） 

（百万円）

項   目 金 額 

建設工事費 32,114 

 新病院棟建設工事 22,827 

 ３号館改修工事 5,998 

 渡り廊下棟改修工事 596 

 １、２号館解体工事 2,189 

 渡り廊下棟増築及び１，２号館跡地駐車場整備工事 504 

設計・工事監理委託料 722 

エネルギーサービス事業費（新病院棟ＥＳ設備設置分） 2,391 

医療機器等整備費 5,657 

総事業費 40,884 
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 １ 医療センター

 ・階層構想のイメージ図 

②デジタル化への対応 

・令和 4 年度に導入した感染症内科及びセカンド・オピニオンにおけるオンライン診療を活用   

し、患者の利便性向上を図ります。 

・令和 5 年 3 月に導入した診察前の問診票をタブレット端末で入力するデジタル問診を活用し、

問診情報を電子カルテにデータ連携することで、患者及び職員の業務の効率化を図ります。 

・令和 4年 8月に導入した浜松医科大学医学部附属病院と相互で電子カルテを閲覧できるシステ

ムを活用し、共同カンファレンスを開催する等の連携の強化を図ります。 

（５）経営の効率化等 

病院の再整備により収益向上を図り、高度急性期病院の地位を確立します。令和 6年 1月の新

病院棟開院に伴う減価償却費等の増加により、経常収支比率が 100%に満たない状況となりますが、

既存病棟の大規模改修が終了し、新病院の機能を最大限活かすことができる令和 8年度には安定

した病院運営を実現します。
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 １ 浜松医療センター

◇経営指標に係る数値目標

○目標達成に向けた主な取組 

・医師の増員により、手術件数の増加、高度医療の提供、専門外来の充実など医療を拡大し、収

益を向上させます。 

・新病院棟の開院に伴い増加する血管治療室や新たな機能であるハイブリット手術室等を効率的

に活用し、収益を拡大します。 

・診療報酬改定や医療制度改革など医療を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、新病院棟の開院

に合わせ特定集中治療室管理料加算を取得するなど、新規及び上位施設基準の取得により、診

療単価の向上に努めます。 

・病床管理システムの導入により、空床の把握や病床稼動率の状況を院内で共有するなど、効率

的なベッドコントロールを行い、病床利用率の向上に努めます。 

・DPC 分析システム及び原価計算システムによる分析結果をもとに経営改善を実施し、適正な収

益確保に努めます。 

・医薬品や診療材料の調達に際して、ベンチマークシステムを活用し、より一層価格交渉の徹底

を図ります。 

・浜松医科大学医学部附属病院との連携の強化により、医療機器及び医薬品の共同購入、共同価

格交渉などによるコスト削減を図ります。 

・業務委託や賃貸借契約など契約内容及び金額の見直しに加え、一括契約を行うことにより経費

削減が可能な保守契約を検討するなど、経費節減に務めます。 

・医療の質、医療安全の確保等に配慮した職員の合理的な採用と配置を進め、人件費比率の適正

化に努めます。 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1)収支改善に係るもの

％ 102.4 103.9 109.6 104.2 96.3 93.3 94.9 95.3 96.0
％ 94.3 89.3 92.2 91.9 89.9 87.6 89.7 90.4 91.2
％ 92.8 87.8 90.7 90.3 88.4 86.4 88.5 89.2 90.0

2)収入確保に係るもの
人 507 465 461 450 441 462 474 486 489
円 65,558 67,213 71,649 76,776 82,900 84,600 85,000 85,500 85,500
％ 84.4 77.4 76.9 75.0 73.5 77.0 79.0 81.0 81.5
日 12.7 13.3 12.6 12.2 11.3 11.2 11.1 11.0 11.0
人 1,051 942 976 970 980 1,000 1,020 1,030 1,050
円 17,572 18,885 18,921 19,769 21,000 21,500 22,000 22,100 22,100

3)連携の強化等に係るもの
％ 52.1 56.1 54.8 53.1 50.3 48.7 47.9 47.5 47.7
％ 29.1 29.9 29.8 32.1 33.2 32.5 31.4 31.0 31.2

4)その他
人 161 165 173 167 173 175 180 190 200
人 565 576 584 579 607 646 646 646 646
人 150 154 158 171 182 189 191 193 194
件 16,286 15,230 16,338 17,177 16,600 16,900 16,950 17,000 17,050
件 759 758 814 807 830 840 840 850 850人間ドック

単位
実績 計画

経常収支比率
医業収支比率
修正医業収支比率

1日当たり入院患者数

医師数

特定健康診査

病床利用率
平均在院日数
1日当たり外来患者数

外来診療単価

入院診療単価

 給与費対修正医業収益比率

 材料費対修正医業収益比率

看護師数
医療技術員数

区分
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 １ 医療センター

◇収支計画、経営指標に係る数値目標 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
a 21,488 22,720 23,209 23,749 24,044
b 19,556 20,685 21,354 21,886 22,182

13,381 14,266 14,706 15,167 15,302
73.5 77.0 79.0 81.0 81.5

82,900 84,600 85,000 85,500 85,500

161,406 168,630 173,010 177,390 178,974

5,001 5,225 5,430 5,486 5,639
980 1,000 1,020 1,030 1,050

21,000 21,500 22,000 22,100 22,100

238,140 243,000 246,840 248,230 255,150

他会計負担金 c 321 289 289 289 289
その他医業収益 853 905 929 944 952

医業外収益 1,932 2,035 1,855 1,863 1,862
他会計負担金 1,363 1,339 1,032 1,051 986
その他医業外収益 569 696 823 812 876

d 22,317 24,354 24,456 24,933 25,042
医業費用 e 21,751 23,609 23,808 24,202 24,324

職員給与費 9,683 9,924 10,083 10,258 10,433
材料費 6,393 6,626 6,621 6,694 6,827
経費 4,263 3,897 4,000 4,009 4,005
減価償却費 1,255 3,122 3,039 3,231 3,049
その他 157 40 65 10 10

医業外費用 566 745 648 731 718
支払利息 412 534 510 563 553
その他医業外費用 154 211 138 168 165

f 11 1 124 203 6
特別利益 11 1 124 203 6

g 42 1 1 5,128 1
特別損失 42 1 1 5,128 1

△ 2,195 △ 2,924 △ 2,454 △ 2,316 △ 2,142
89.9 87.6 89.7 90.4 91.2

修正医業収支比率 (b-c)/e (％) 88.4 86.4 88.5 89.2 90.0
△ 829 △ 1,634 △ 1,247 △ 1,184 △ 998

96.3 93.3 94.9 95.3 96.0
△ 860 △ 1,634 △ 1,124 △ 6,109 △ 993

利益剰余金（△は累積欠損金） 7,147 5,513 4,389 △ 1,720 △ 2,713
※指定管理者との連結による収支計画

収益的収支

経常収益
医業収益

入院収益

区分
（単位：百万円）

純損益 a+f-d-g

病床利用率(％)

診療単価(円)

年間延べ患者数(人)

1日当たり患者数(人)

診療単価(円)

年間延べ患者数(人)

経常収支　a-d
経常収支比率　a/d  (％)

医業損益　b-e
医業収支比率　b/e　(％)

特別利益

特別損失

外来収益

経常費用
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
a 15,928 482 7,100 2,557 1,443

企業債 15,845 0 6,228 616 469
負担金 70 440 862 836 964
補助金 13 42 10 10 10
その他 0 0 0 1,095 0

b 17,784 1,838 8,402 2,731 2,740
建設改良費 16,634 448 6,720 1,013 910

職員給与費 38 38 0 0 0
施設改良費 11,148 20 6,056 636 531
固定資産購入費 5,374 242 489 200 200
リース債務支払額 74 148 175 177 179

企業債償還金 1,150 1,390 1,682 1,718 1,830
その他 0 0 0 0 0

△ 1,856 △ 1,356 △ 1,302 △ 174 △ 1,297

33,193 31,803 36,349 35,247 33,886

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
1,754 2,068 2,183 2,176 2,239

（単位：百万円）

一般会計負担金

資本的支出

差引額 a-ｂ

（再掲）一般会計負担金

資本的収支 （単位：百万円）
区分

資本的収入

区分

企業債残高

-27-



第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ２ リハビリ病院

２ リハビリ病院 

（１）役割・機能の最適化と連携の強化 

①地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能 

・病床を最大限活用し、可能な限り患者を受入れ、静岡県西部地域におけるリハビリテーション

医療の中核を担う病院として役割を果たします。 

・嚥下障害、スポーツ傷害、高次脳機能障害、脊髄損傷などに対し、専門的かつ特殊なリハビリ

テーション医療を提供します。 

・急性期病院からの早期転院受入れを図り、本市の急性期医療に支障をきたさないよう、後方支

援病院として地域の医療を支えます。 

②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

・急性期医療と在宅医療をつなぐ相互連携の HUB機能を担います。 

・速やかな転院調整と脳卒中連携パスなどを活用し、在宅まで一貫したサービスの提供ができる

よう、地域の医療機関、介護・居宅介護事業所との連携体制を構築します。 

・退院後の活動量低下を防ぐために、介護保険事業として通所及び訪問リハビリテーションを実

施します。 

・地域のリハビリテーション体制の支援や医療・介護従事者の資質向上のための支援を実施しま

す。 

・運動機能の維持・向上を目的とした浜松いきいき体操を実施する市民いきいきトレーナーを養

成するなど、地域においてロコモ予防と介護予防を指導します。 

③機能分化・連携強化 

・急性期医療機関からタイムリーに転院を受入れるとともに、急性期治療を終え、在宅復帰、復

職、復学が必要となる方に対し、高密度かつ効果的な回復期リハビリテーションを提供します。 

・回復期機能を持つ病院とのネットワークを強化し、急性期医療機関や介護サービス事業所等と

の地域連携体制を構築します。 

・地域リハビリテーション広域支援センターとして、地域のリハビリテーション医療機関の中心

となり、リハビリテーション関連の相談、研修、技術支援等を実施します。 

・新型コロナウイルス感染症を含め新興感染症の回復患者を速やかに受入れる体制を構築すると

ともに、感染症により身体機能が低下した患者の社会復帰をリハビリテーション医療により支

援します。 
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④医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

 リハビリ病院に求められる機能及び役割を踏まえ、次のとおり数値目標を設定します。 

◇医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

（２）医師・看護師の確保と働き方改革 

①医師・看護師等の確保 

・医師、看護師の確保に向けてリハビリテーション専攻医の受入れ及び看護学生の実習受入れ、

インターンシップの受入れを進めます。 

・リハビリテーション科専門医研修施設として、連携病院との相互研修の受入れ等を実施します。 

②臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

・静岡広域病院連携リハビリテーション科専門医研修プログラムの基幹病院として、静岡県内の

民間病院と大学と連携し、リハビリテーション科専門医を育成する指導医、上級医を揃えると

ともに、専攻医のための魅力あるプログラムを用意します。 

③医師の働き方改革への対応 

・ICT 機器の導入を進め、遠隔でのカンファレンスや多施設会議が可能な環境を整備します。 

・診療記録の音声入力や電子署名など効率性とペーパーレスの促進を図ります。 

（３）新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

・感染症流行時には、地域医療を止めないために、急性期病院から退院基準を満たした回復患者

を速やかに受入れる体制を構築するとともに、身体機能が低下した患者の社会復帰をリハビリ

テーション医療により支援します。 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1)医療機能に係るもの

単位 7.0 7.3 7.3 6.8 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7
件 353 339 177 134 150 150 150 150 150
件 1,380 2,771 3,125 3,805 4,390 4,500 4,500 4,500 4,500
件 1,745 4,588 7,042 9,289 10,987 11,000 11,500 12,000 12,500

2)医療の質に係るもの
％ 95.9 93.8 94.8 94.1 95.0 95.5 96.0 96.0 96.0
％ 98.9 98.0 98.1 98.4 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
％ 46.0 51.8 50.2 51.1 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0

3)連携の強化等に係るもの
％ 32.4 34.7 38.9 21.9 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

在宅復帰率 ％ 85.8 90.5 89.2 88.4 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
4)その他

人 0 0 2 1 4 4 4 4 4

区分
単
位

実績 計画

外来患者満足度

リハビリ実施単位数

通所リハビリ件数

入院患者満足度

紹介率

専攻医受入人数

リハビリ実績指数

訪問リハビリ件数
手術件数
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ２ リハビリ病院

（４）施設・設備の最適化 

①施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

・平成 26 年度の病院建築から 9 年が経過し、故障や不具合が増加していることから、補修箇所

の早期発見と適正整備の実施に加え、保守契約の見直しなどに取り組みます。また、医療機器

についても必要に応じ更新を行います。 

・今後は、照明の LED 化、遮熱塗装や省エネ機器への更新等に取り組みます。 

②デジタル化への対応 

・PHS からスマートフォンへの切替えを検討します。カルテ記録の音声入力、情報共有を実現  

し、省力化・省人化及び多職種協働の強化を図ります。 

・令和 8年度には電子カルテ更新が予定されており、スマートフォンへの切替えによる効果の最

大化を図ります。 

（５）経営の効率化等 

急性期病院及び開業医との密な連携、効率的なベッドコントロールの実施により、病床の安定

稼働に努めるとともに、施設基準の取得、診療単価の向上などにより、施設の効用を最大限発揮

するとともに健全経営を維持します。

◇経営指標に係る数値目標 

○目標達成に向けた主な取組 

・収益増加、確保対策として、病床利用率の維持・向上のため、令和 4年 8月設立の地域連携・

患者サポートセンターが中心となり、病院全体の稼働状況、入退院情報、患者情報（重症度、

ケア度）をモニタリングし、効率的なベッドコントロールを行います。 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1)収支改善に係るもの

％ 102.3 101.3 101.6 103.1 101.9 102.3 104.2 102.3 102.2
％ 93.3 92.5 92.5 93.8 93.7 94.3 96.0 94.3 94.3
％ 93.3 92.5 92.5 93.8 93.7 94.3 96.0 94.3 94.3

2)収入確保に係るもの
人 213 213 214 210 215 216 216 217 217
円 37,814 39,018 39,656 41,146 41,214 41,519 43,000 43,500 44,000
％ 94.7 94.7 95.2 93.3 95.6 96.0 96.0 96.2 96.4
日 49.7 45.3 46.9 53.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
人 175 165 150 155 139 160 150 150 150
円 7,387 7,944 8,760 10,120 9,860 9,212 10,100 10,100 10,100

3)連携の強化等に係るもの
％ 77.4 77.0 78.1 75.6 76.5 76.3 75.7 76.2 76.3
％ 7.7 8.4 8.0 8.4 8.2 8.4 8.3 8.4 8.4

4)その他
人 17 16 14 18 17 17 17 17 17
人 120 125 124 121 118 118 118 118 118
人 179 191 202 211 211 211 211 211 211

計画

経常収支比率
医業収支比率
修正医業収支比率

区分 単位
実績

医師数
看護師数
医療技術員数

平均在院日数
1日当たり外来患者数

外来診療単価

1日当たり入院患者数

入院診療単価
病床利用率

 給与費対修正医業収益比率

 材料費対修正医業収益比率
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ２ リハビリ病院

・診療単価向上のため、専従医師及び専任の社会福祉士・管理栄養士を配置することにより現在

2 病棟で取得している体制強化加算 1 を回復期病棟 4 病棟全てで取得します。また、タスクシ

ェア・タスクシフト、デジタル化により専門職が本来業務に注力できる環境を構築することで

療法士一人あたりの取得単位数を 18 単位／日まで増加させます。 

・デジタル化の推進により、省力化、省人化を実現します。「ヒトからロボット（機械）へ」を

基本方針とし、働き手不足が想定される中、現行人員数で、今後 5 年間 患者数、診療単価を

継続的に増加させることにより、給与費比率の維持を図ります。 
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ２ リハビリ病院

◇収支計画、経営指標に係る数値目標 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
a 4,208 4,270 4,388 4,434 4,499
b 3,781 3,844 3,955 4,003 4,066

3,243 3,273 3,390 3,438 3,495
95.6 96.0 96.0 96.2 96.4

41,214 41,519 43,000 43,500 44,000

78,690 78,840 78,840 79,023 79,422

333 358 367 365 368
139 160 150 150 150

9,860 9,212 10,100 10,100 10,100

33,778 38,880 36,300 36,150 36,450

他会計負担金 c 0 0 0 0 0
その他医業収益 205 213 198 200 203

医業外収益 427 426 433 431 433
他会計負担金 303 310 307 307 306
その他医業外収益 124 116 126 124 127

d 4,131 4,172 4,210 4,333 4,402
医業費用 e 4,034 4,078 4,121 4,243 4,314

職員給与費 2,893 2,934 2,995 3,049 3,104
材料費 310 321 328 335 340
経費 514 543 540 550 559
減価償却費 314 273 254 306 308
その他 3 7 4 3 3

医業外費用 97 94 89 90 88
支払利息 65 63 60 57 54
その他医業外費用 32 31 29 33 34

f 22 1 2 3 9
特別利益 22 1 2 3 9

g 55 61 50 50 50
特別損失 55 61 50 50 50

△ 253 △ 234 △ 166 △ 240 △ 248
93.7 94.3 96.0 94.3 94.3

修正医業収支比率 (b-c)/e (％) 93.7 94.3 96.0 94.3 94.3
77 98 178 101 97

101.9 102.3 104.2 102.3 102.2
44 38 130 54 56

利益剰余金（△は累積欠損金） △ 100 △ 62 68 122 178
※指定管理者との連結による収支計画

特別利益

医業損益　b-e

診療単価(円)

年間延べ患者数(人)

経常費用

収益的収支
区分

（単位：百万円）

医業収支比率　b/e　(％)

経常収支　a-d
経常収支比率　a/d  (％)

経常収益
医業収益

入院収益
病床利用率(％)

診療単価(円)

特別損失

年間延べ患者数(人)

外来収益
1日当たり患者数(人)

純損益 a+f-d-g
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
a 127 202 165 180 420

企業債 39 113 70 73 305
負担金 88 89 95 107 115
補助金 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0

b 307 383 470 376 618
建設改良費 68 140 214 95 320

職員給与費 0 0 0 0 0
施設改良費 18 42 107 24 116
固定資産購入費 50 98 107 71 204
リース債務支払額 0 0 0 0 0

企業債償還金 239 243 256 281 298
その他 0 0 0 0 0

△ 180 △ 181 △ 305 △ 196 △ 198

4,366 4,236 4,050 3,842 3,849

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
391 399 402 414 421

（単位：百万円）
区分

（単位：百万円）

一般会計負担金

区分
資本的収入

資本的支出

資本的収支

差引額 a-ｂ

企業債残高

（再掲）一般会計負担金
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ３ 佐久間病院

３ 佐久間病院 

（１）役割・機能の最適化と連携の強化 

①地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能 

・北遠地域で唯一の公立病院として、また、へき地医療の拠点病院の役割を担う地域医療の要と

なる重要な医療機関として、入院診療、外来診療、救急、在宅医療等を行います。 

・北遠地域における多様な医療ニーズに応えるため、地域医療構想の中の急性期医療に軸足を置

きつつも、急性期医療のみならず回復期医療、慢性期医療、在宅医療などの機能を兼ね備えた、

いわば小規模多機能病院として地域に必要な病院機能を担います。 

・外来診療では、プライマリ・ケアの範囲で診療を行う総合診療を行います。 

・市内の引佐や春野地域でも民間医療機関の医師の高齢化などの課題も浮き彫りになってきたこ

とから、公立病院として果たすべき役割を模索し、必要な関わりを行います。 

②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

・介護保険施設に入所している利用者の健康管理と医療を担当します。 

・院内の支援室を窓口として、保健分野で市健康づくりセンター、介護分野で特別養護老人施設

や地域包括支援センター、福祉分野で市社会福祉協議会、そして地域住民組織と連携し、住み

慣れた地域で安心して生活が送れるよう支援を行います。 

・関係機関とは、多職種連携会議や在宅医療・介護連携情報システムを活用した情報共有により

連携の質を高めます。 

・住民への予防医療、介護予防、健康づくりを支援する教室の開催や支援に取り組みます。 

③機能分化・連携強化 

・総合診療を行い、専門的な検査や治療が必要な患者には、専門的な医療機関を紹介するため、

連携を強化します。 

・地域ニーズが高い整形外科、眼科、精神科には、連携する近隣病院から専門医の派遣を受入れ

ます。 

・初期救急機能を的確に担います。その後の高度急性期機能との連携強化、回復期機能との機能

分担を推進し、患者紹介や逆紹介が円滑に効果的に行うことができるよう取り組みます。 

・診療圏にある北遠地域の民間医療機関と情報交換や事例検証を重ねながら、入院や救急対応等

における連携を強化します。 

・地域医療の要として、患者に寄り添った医療を行い、地域住民の安心を守る拠り所となるよう

開かれた病院運営に努めます。 
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ３ 佐久間病院

④医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

 佐久間病院に求められる機能及び役割を踏まえ、次のとおり数値目標を設定します。 

◇医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

（２）医師・看護師の確保と働き方改革 

①医師・看護師等の確保 

・常勤医師は 6人確保を目指し、外来診療、病棟診療、救急、在宅医療、診療所業務、公衆衛生

活動を持続的に行える体制を確保します。また、これら医療提供体制に必要な看護師やコメデ

ィカルの安定的な確保にも取り組みます。 

・常勤医師確保のため、また、院長の後継者や副院長、医局長の管理職確保のため、静岡県や近

隣病院との連携を一層強化するとともに、継続的に働きかけを行います。 

・宿日直業務は、近隣医療機関からの非常勤医師の派遣を継続して受けられるよう日頃からの連

携強化に取り組みます。 

・看護師の確保のため、充実した修学資金制度を積極的に PR するとともに、動画、ポスター等

を活用します。 

・医師、看護師、コメディカルを目指す学生に対し、佐久間病院で地域医療を体感する機会を設

定します。 

②臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保 

・医師初期研修における地域医療研修の受入れ先として、近隣病院からの研修医を受入れます。 

・総合診療や家庭医などの専門医研修プログラムを実施する医療機関と連携して、専攻医を受入

れます。 

・令和 4年度に佐久間病院が新設した佐久間地域総合診療専門医研修プログラムを活用し、若手

医師の確保を目指します。 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1)医療機能に係るもの

件 278 227 227 235 220 215 215 210 210
％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
件 1 0 0 0 25 50 50 50 50
件 105 97 89 108 80 77 75 73 71
件 91 97 116 122 125 125 125 125 125

2)医療の質に係るもの
％ － － － － － 80.0 80.0 80.0 80.0
％ － － － － － 80.0 80.0 80.0 80.0

3)連携の強化等に係るもの
％ 39.9 46.7 58.4 44.4 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
％ 36.9 63.4 68.5 56.7 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0

4)その他
人 25 17 18 17 15 15 15 15 15

訪問看護件数

区分
単
位

実績 計画

救急搬送件数
救急搬送応需率
手術件数

入院患者満足度
外来患者満足度

紹介率
逆紹介率

地域医療研修の受入

訪問診療件数
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ３ 佐久間病院

③医師の働き方改革への対応 

・時間外労働は、常勤医師数に大きく左右されるため、医師確保及び近隣病院からの宿日直医師

の応援体制を確保します。 

（３）新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

 ・第二種感染症指定医療機関として、感染症病床 4床を運用し、患者の受入れを行います。 

・新型コロナウイルス感染症対策で構築した院内の役割分担や手順を継続し、必要な見直しも行

います。 

（４）施設・設備の最適化  

①施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

・築後 18 年を経過していることから、施設・設備の経年劣化に対して、必要な修繕を重ねてい

くことで、長寿命化を目指します。

・令和 5年度から令和 8年度まで外壁及び屋根防水等の修繕を進めています。今後は中央監視装

置等の更新が必要となることから、長期的な修繕計画に基づき、実施年度の平準化に取り組み

ます。 

②デジタル化への対応 

・院外診療に携わる医師と、交通弱者となっている患者の負担軽減を図るため、オンライン診療

に取り組みます。その際、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者に対しては、地域支援看護師

が補助し、円滑な診療環境を確保します。 
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ３ 佐久間病院

（５）経営の効率化等 

一般会計から所定の繰出しを受けた上で経常黒字を確保できるよう、収益を安定させるととも

に経費の削減に努めます。収益の安定化には、医師、看護師の確保が重要であることから、引き

続き職員確保に努め、持続的な病院経営の確立を目指します。 

◇収支計画、経営指標に係る数値目標 

○目標達成に向けた主な取組 

・外来診療、病棟診療、救急、在宅医療業務、診療所業務、公衆衛生活動が継続できる施設基準及

び人員配置となるように、診療体制の整備及び医師・看護師の確保に取り組みます。 

・外来診療では総合診療とともに、内科、小児科、外科などの標榜科目の診療体制の確保に取り組

みます。病棟診療では看護職員 13対 1 の配置が維持できる診療体制の確保に取り組みます。 

・国・県や静岡県病院協会などからの情報や専門家からの意見により、未算定の診療報酬や補助金

等の獲得に取り組みます。 

・常勤医師 6人の確保により、これまで実施できなかった手術の実施や在宅医療の強化により収益

向上に取り組みます。 

・不採算地区運営費負担金など一般会計からの繰出金を適正に算定し、経常黒字の達成を目指しま

す。

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1)収支改善に係るもの

％ 96.4 100.4 112.0 92.3 84.6 97.1 97.9 98.4 100.8
％ 54.1 44.6 45.8 47.6 40.6 41.4 39.4 39.4 39.6
％ 51.3 41.2 42.3 44.0 37.5 38.4 36.4 36.3 36.5

2)収入確保に係るもの
人 31 22 25 25 26 26 28 28 28
円 25,849 25,465 24,637 27,332 27,517 28,497 28,500 28,500 28,500
％ 76.6 54.7 62.4 61.7 64.8 65.8 64.3 62.8 61.4
日 21.7 21.6 25.0 17.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
人 110 88 87 90 92 92 88 84 81
円 10,069 10,123 10,632 11,345 10,500 10,731 10,700 10,700 10,700

3)連携の強化等に係るもの
％ 120.3 140.7 117.4 116.7 133.7 134.6 138.6 142.7 146.6
％ 23.0 23.1 22.3 23.5 26.3 26.0 26.0 25.9 25.7

4)その他
人 4 3 3 6 5 7 6 6 6
人 44 41 35 34 41 40 41 41 41
人 15 11 11 10 11 11 11 11 11

※1日当たり入院患者数、入院診療単価、病床利用率、平均在院日数は一般病床に対するもの
　（R3～療養病床20床廃止）

医師数
看護師数
医療技術員数

平均在院日数
1日当たり外来患者数

外来診療単価

 給与費対修正医業収益比率

 材料費対修正医業収益比率

計画
区分 単位

実績

1日当たり入院患者数

入院診療単価
病床利用率

経常収支比率
医業収支比率
修正医業収支比率
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ３ 佐久間病院

◇収支計画、経営指標に係る数値目標 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
a 1,155 1,326 1,369 1,341 1,333
b 539 553 538 524 511

261 273 267 261 256
64.8 65.8 64.3 62.8 61.4

27,517 28,497 28,500 28,500 28,500

9,489 9,603 9,388 9,169 8,989

203 206 197 189 181
92 92 88 84 81

10,500 10,731 10,700 10,700 10,700

19,337 19,223 18,427 17,664 16,933

他会計負担金 c 41 41 41 41 41
その他医業収益 34 33 33 33 33

医業外収益 616 773 831 817 822
他会計負担金 563 694 778 764 769
その他医業外収益 53 79 53 53 53

d 1,365 1,366 1,399 1,363 1,323
医業費用 e 1,328 1,335 1,367 1,331 1,289

職員給与費 666 689 689 689 689
材料費 131 133 129 125 121
経費 431 433 464 433 407
減価償却費 95 75 79 78 66
その他 5 5 6 6 6

医業外費用 37 31 32 32 34
支払利息 5 5 6 6 8
その他医業外費用 32 26 26 26 26

f 0 0 0 0 0
特別利益 0 0 0 0 0

g 2 1 2 2 2
特別損失 2 1 2 2 2

△ 789 △ 782 △ 829 △ 807 △ 778
40.6 41.4 39.4 39.4 39.6

修正医業収支比率 (b-c)/e (％) 37.5 38.4 36.4 36.3 36.5
△ 210 △ 40 △ 30 △ 22 10

84.6 97.1 97.9 98.4 100.8
△ 212 △ 41 △ 32 △ 24 8

利益剰余金（△は累積欠損金） △ 45 △ 86 △ 118 △ 142 △ 134

（単位：百万円）
区分

経常収益
医業収益

入院収益
病床利用率(％)

診療単価(円)

年間延べ患者数(人)

外来収益
1日当たり患者数(人)

診療単価(円)

年間延べ患者数(人)

経常費用

収益的収支

特別損失

特別利益

医業損益　b-e
医業収支比率　b/e　(％)

経常収支　a-d
経常収支比率　a/d  (％)
純損益 a+f-d-g
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第４章 各病院の計画の内容、数値目標、収支計画 ３ 佐久間病院

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
a 29 72 57 93 99

企業債 0 40 0 61 67
負担金 28 31 57 32 32
補助金 0 0 0 0 0
その他 1 1 0 0 0

b 69 114 86 139 145
建設改良費 36 83 53 106 112

職員給与費 0 0 0 0 0
施設改良費 2 38 8 61 67
固定資産購入費 14 25 25 25 25
リース債務支払額 20 20 20 20 20

企業債償還金 26 25 28 28 28
その他 7 6 5 5 5

△ 40 △ 42 △ 29 △ 46 △ 46

265 280 252 285 324

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
632 766 876 837 842一般会計負担金

差引額 a-ｂ

企業債残高

（再掲）一般会計負担金 （単位：百万円）
区分

（単位：百万円）
区分

資本的収入

資本的支出

資本的収支

-39-



第５章 計画の進捗管理 

第５章 計画の進捗管理 

１ 点検・評価・公表 

  本計画の取組状況の点検・評価については、本市の病院事業の評価その他事業の適正かつ効率

的な運営の確保に関し必要な事項を調査審議するため設置した「浜松市病院事業評価委員会」に

おいて、年 1回外部評価を実施することとします。評価結果については本市のホームページ等を

通じて公表を行います。 

  なお、医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標及び経営指標に係る数値目標に関す

る経営改善の取組等については、各病院にて定期的に実施する幹部会議において、随時、内部に

おいて点検及び改善を行うこととします。 

２ 計画の見直し 

  点検・評価の結果、本計画の見直しが必要となった場合や指定管理者による指定管理期間の中

期計画等と整合性を図る場合など、本計画の内容を変更する必要が生じた場合には、浜松市病院

事業評価委員会など外部の意見を踏まえたうえで、本計画の改訂を行います。 
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用語説明 

用語説明 

○アルファベットの用語 

・DPC 

 Diagnosis Procedure Combination の略称。患者分類としての診断群分類を意味する。入院期間

中に医療資源を最も投入した「傷病名」と、入院期間中に提供される手術、処置、化学療法など

の「診療行為」の組み合わせにより分類された患者群のこと。診療報酬の額は、DPC（診断群分

類）毎に設定される包括評価部分と出来高評価部分の合計額となる。 

・GCU（Growing Care Unit） 

 出生時・出産後に生じた問題が解決・改善した新生児の経過を観察する施設。NICU で治療を受け、

状態が安定した後に移されることが多い。新生児治療回復室。 

・ICU（Intensive Care Unit） 

集中治療室と呼ばれ、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者の容態を 24 時間体

制で管理し集中的な治療を行い、より効果的な治療を施すことを目的とする高度医療施設。 

・ICT（Information and Communication Technology） 

情報通信技術と訳される Information and Communication Technology の頭文字をとった略語。 

・NICU（Neonatal Intensive Care Unit） 

低体重児や先天性のハイリスク疾患がある新生児に対応するための設備と医療スタッフを備え

た集中治療室の略称。新生児集中治療室。 

○アルファベット以外の用語 ＊50 音順 

ア行 

・エイズ治療拠点病院 

HIV 感染者やエイズ患者が安心して医療を受けられる病院を地域に整備するために厚生労働省が

各都道府県に設置を求めている病院。拠点病院においては重症患者の専門的な医療を行う。 

・えんげ(嚥下) 

 ものを飲み込む働きのこと。 

カ行 

・回復期医療 

健康な状態やそれに準ずる程度まで病気や身体を回復させることを目的とする医療行為。 
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用語説明 

・回復期リハビリテーション医療 

急性期を脱した患者に対して、在宅復帰を目指すもので、衣服の着脱、食事を、歩行など、日常

生活に必要な動きができることを目的とする医療行為。 

・がんゲノム医療連携病院 

 がんゲノム医療中核拠点病院と連携して、遺伝子パネル検査による医療の提供、遺伝カウンセリ

ング等を実施する医療機関。 

・逆紹介率 

紹介率とは逆に、他の医療機関へ紹介した患者の割合。 

※紹介率…シ行 内で解説 

・救急医療 

思いがけなく突然に発生する病気、けが、中毒などの患者を適切に救助し病院へ搬送し、病院に

おいては医師、看護婦、その他の医療従事者の共同作業により、搬入された救急患者を診療･看

護して、社会復帰させることを目的とした医療体系。 

※二次救急 

風邪による高熱や家庭では処置できない切り傷といった症状を診療治療するのが一次救急で、

初期救急とも言う。二次救急は入院や手術を必要とする患者が対象となる。 

※三次救急 

  三次救急は生命に危険が及ぶような重症・重篤患者への対応を担い、救命救急センターがこれ

にあたる。 

・急性期医療 

病気の発症から回復期や亜急性期まで移行するまでの期間における医療。 

急性期：患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまでの期間。 

・救命救急センター 

 初期救急医療機関、二次救急医療機関及び救急患者の搬送機関との円滑な連携体制のもとに、重

篤な救急患者への医療を確保することを目的に設置された地域の救急医療体制を完結する機能

を有する三次救急医療機関。 

・高次脳機能障害 

 脳の病気（脳卒中、クモ膜下出血など）や事故（頭部外傷）などにより、脳を損傷することで、

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、行動と感情、失語症、失行症などの症状が現われる認知機

能の障害のこと。 

・コメディカル 

 医師・歯科医師以外の医療従事者の総称。 
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用語説明 

サ行 

・災害拠点病院 

 地震、津波、台風等の災害発生時に、各地域の初期救急の中心となる病院。二次医療圏ごとに原

則 1カ所以上整備され、24 時間対応できる設備、ヘリコプター発着場、医薬品の備蓄、水や電気

などライフラインの確保、耐震化構造などが必要条件となっている。 

・静岡県保健医療計画 

医療法(昭和 23年法律第 205 号)第 30 条の 4に基づく、本県における医療提供体制の確保を図る

計画。 

・施設基準 

 保険医療機関が診療報酬の算定において満たすべき一定の人員、設備や診療体制等の基準のこと。 

・指定管理者制度 

地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、企業・財団法人・NPO 法

人・市民グループなどの団体に包括的に委任することができる制度。 

・紹介率 

他の医療機関からの紹介を受けて受診をした患者数の割合。 

 ※逆紹介率…カ行 内で解説 

・診療報酬改定 

物価や人件費などの動向も踏まえて、2年に 1度行われている。医療機関の診療に対して保険か

ら支払われる報酬の改定。 

※診療報酬… 保険診療の際に医療行為等の対価として計算される報酬を指し、診療報酬点数表

に基づいて、点数で示される。保険診療では患者はこの一部を窓口で支払い、残

りは健康保険(公的医療保険)で支払われる。また、健康保険を適用しない自由診

療の場合の医療費は、診療報酬点数に既定されず、患者が全額を負担する。 

・セカンド・オピニオン 

 主治医に提示された診断内容や治療方針などについて、主治医と別の医師に求める第 2の意見の

こと。 

・専門医 

 2 年間の臨床研修を終えた後、自身が目指す診療の専門領域を決め、専門研修を専攻し、専門研

修修了後に認定試験に合格した医師。 

 ※専攻医は、専門研修を受けている医師。 
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用語説明 

・総務省の繰出基準 

 総務省から地方公共団体に毎年度通知される一般会計等と地方公営企業との経費負担区分の具

体的内容のこと。当該通知に基づく繰出金は地方交付税による財源措置が行われている。 

タ行 

・第二種感染症指定医療機関 

二類感染症（ポリオ、結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ）が発生した際、対応できる設備、

機能を有する医療機関として、都道府県知事が指定する病院。 

・地域医療構想 

 2025 年（令和 37 年）に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに 2025 年の

医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。 

・地域医療支援病院 

 紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む）、 医療機器の共同利用

の実施、 救急医療の提供、 地域の医療従事者に対する研修の実施などを通じて地域医療の確保

を図る病院。 

・地域がん診療連携拠点病院 

厚生労働大臣が指定した病院で、都道府県や地域内でのがん診療の中心となる施設。 

・地域支援看護師 

地域の実情に精通した医師会や病院所属の看護師 

・地域周産期母子医療センター 

 出産の前後の時期を対象とした医療施設で、産科と新生児科の両方を組み合わせた施設で、母

体・胎児・新生児に生じる突発的な事態に 24 時間態勢で対応する緊急医療施設。 

・地域包括ケアシステム 

 2025 年（令和 37 年）を目途に、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期

まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制を構築する。 

・地方交付税 

 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供で

きるよう財源を保障するためのもので、地方の固有財源。国税（所得税、法人税、酒税、消費税

の一定割合及び地方法人税の全額）として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって地

方公共団体（一般会計）に再配分される。 
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用語説明 

・地方独立行政法人 

地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）により地方公共団体が設立する法人で、公共上

の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業を効率的かつ効果的

に行わせることを目的としている。 

・中期計画 

本市が病院の運営方針となる中期の目標を定め、浜松医療センターの運営団体である浜松市医療

公社に中期目標として示し、浜松市医療公社が、中期目標を受け、法人自身が定める数値目標や

収支計画を盛り込んだ具体的な中期の計画を策定するもの。 

・特定行為 

 診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合に、実践的な理解力、思考力及び判断力並び

に高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる 38 の行為のこと。 

ナ行 

・二次保健医療圏 

特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供するために設定する区域で、病院の病床整備など

における医療計画上の区域でもある。（医療法） 

※一次保健医療圏… 身近な医療を提供する医療圏で、医療法では規定されてはいないが、保健

所や介護保険制度等との兼ね合いから、市町村を単位として設定されている。（地域保健法） 

 ※三次保健医療圏… 最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の

区域を単位として設定すること」とされている。（医療法） 

ハ行 

・働き方改革 

 労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合

的に推進するもの。長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等の措置を講ずる。 

・病院群輪番制 

 地域住民の救急医療を確保するため、土曜日（休日を除く。）、日曜日、休日及び夜間において入

院治療を必要とする重症救急患者の医療を輪番制により行う病院。 

・病床利用率 

全病床の利用状況を示す指標。病床がどの程度、効率的に稼動しているのかを示している。 

・病診連携 

 地域医療等において、核となる病院と地域内の診療所が行う連携のこと。必要に応じ、患者を診

療所から専門医や医療設備の充実した核となる病院に紹介し、高度な検査や治療を提供する。快
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用語説明 

方に向かった患者は元の診療所で診療を継続する仕組み。地域医療における効率的な医療資源の

活用を目的としている。 

・平均在院日数 

病院の入院治療機能をみるための指標のひとつで、入院してから退院まで期間の平均日数。 

・不採算地区病院 

 民間病院の立地が困難な経営条件の厳しい地域に所在する公立病院。第 1種は、当該病院から最

寄りの病院までの移動距離が 15km 以上、第 2種は、当該病院の半径 5km 以内の人口が 10万人未

満。病院機能を維持し、地域医療提供体制を確保するため、不採算地区病院の運営に要する経費

に係る地方交付税措置がなされている。 

・プライマリ・ケア 

小児から高齢者まで、病気の人だけではなく健康な人も、身近で何でも相談にのることができる

総合的な医療を実施すること。 

・へき地医療 

交通の便をはじめ、社会的・経済的・自然的条件に恵まれず、医療の確保が難しい山間地や離島

などにおける医療。 

マ行 

・慢性期医療 

 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能又は長期にわたり療養が必要な重度の障害者、

筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能。 

ラ行 

・利用料金制  

指定管理者制度の一形態で、指定管理者が公の施設を運営することにより収入を自らの収入とし

て、指定管理を行うもの。 

・臨床研修医  

 医学部を卒業して、医師国家試験合格後、2年間の卒後臨床研修を「臨床研修医」として病院に

勤務する医師。 

 ※臨床…患者に接して診療、治療を行うこと
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